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神戸市は人口 150 万の大都市でありながら海と山に挟まれ、都市生活の利便性と豊かな自然が共存する恵

まれた環境にあります。 

 

神戸市では、これまでの市民の取り組みをさらに発展させながら、健全で恵み豊かな環境が将来世代に継承さ

れる都市を目指して、平成 23 年 2 月に環境施策の大綱である「神戸市環境基本計画」を改定するとともに、個

別計画として「神戸市地球温暖化防止実行計画」及び「生物多様性神戸プラン 2020」の策定、「神戸市一般廃

棄物処理基本計画」の改定を行いました。市民・事業者等すべての主体の協働と参画によって「低炭素都市」

「循環型都市」「自然共生社会」それぞれの社会の実現や公害のない健全で快適な地域環境の確保を図ってい

るところです。 

 

建築物は、建設の際には大量の資源を利用し、その運用においては空調等のエネルギーを消費、解体撤去の

際には廃棄物を生じます。そのライフサイクルにおいて常に環境と深く係わりをもつことから、３つの社会の実現の

ためには建築物による環境負荷を少なくしていくことが重要です。 

 

このため、神戸市では平成 18 年より「神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE 神戸）」を運用し、建築

主・設計者に環境配慮を促すとともに、設定した評価ツールによる環境配慮の取組内容の自己評価・届け出を求

め、評価結果を公表することにより、優れた環境配慮がなされた建築物の普及を図っています。平成 22年からは

この制度を利用して、マンションや戸建住宅等の環境評価を事業者が販売広告等へ任意に表示できる「神戸市

すまいの環境性能表示」を新たに開始いたしました。 

そして、これらの分野の取り組みをさらに推進していくとともに、本市独自の環境課題に対応した施策展開を図

っていくため、平成 24 年 3 月に「神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例」を制定し、CASBEE

神戸の届出根拠を市条例に移行するとともに、新たに床面積 2,000 ㎡以上の集合住宅について、すまいの環境

性能表示を義務化いたしました。 

 

本マニュアルは建築主や設計者の方々に制度の趣旨やしくみの理解を深めていただくためのものです。本マニ

ュアルを活用いただき、建築物における環境配慮の取組を進めていただくことで、将来世代に豊かな都市環境を

引き継ぐことにつながれば幸いです。 

 

平成 29年 10月 

神戸市 
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第一編 CASBEE 神戸に関する届出 

 

1. 神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE神戸）について 

 

CASBEE（キャスビー）とは、政府支援の元、産官学共同プロジェクトにより開発された『建築環境総合性能評

価システム（Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency）』で、建物を環境性

能で評価して格付けする手法です。CASBEE による評価では「S ランク（素晴らしい）」から、「A ランク（大変良

い）」「B+ランク（良い）」「B－ランク（やや劣る）」「Cランク（劣る）」という５段階の格付けが与えられます。 

神戸市ではこの CASBEE を活用して、神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE 神戸）を運用していま

す。この制度は、市内で大規模な建築物を建てる際に、その建築主が環境に対する配慮を、CASBEE に基づい

て自己評価し採点するものです。採点結果、計画概要は市に届出され、市はそれをホームページ等で公表しま

す。 

 

CASBEE では、建築物の総合的な環境性能を、建築物の環境品質・性能（Ｑ：Quality）と、建築物が外部に

与える環境負荷（Ｌ：Load）の２つに分けて評価します。すなわち、より良い Q（環境品質・性能）の建築物をより少

ない L（環境負荷）で実現するための評価システムといえます。 

 

 

縦軸に Q、横軸に L をとったグラフとして BEEは表示されます。原点（Q=0、L=0）および Q値と L 値の座標

点を結ぶ直線の傾斜が BEE値を示します。Q値が高く、L値が低いほどこの傾斜が大きくなり、よりサステナブル

な性向を持った建築物と評価できます。CASBEE では、この傾きに従って C（劣る）から B－、B＋、A、S（素晴ら

しい）の５ランクに分割される領域によって建築物の総合的な環境性能評価結果をランキングします。 
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2. 根拠法令等 

 

・ 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例（平成 24年 3月神戸市条例第 45号） 

・ 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則（平成 24年 6月神戸市規則第 13号） 

・ 建築物総合環境配慮指針（平成 24年 6月神戸市告示第 269号） 

・ すまいの環境性能表示基準（平成 24年 6月神戸市告示第 270号） 

 

※ すまいの環境性能表示を任意で実施する場合は、下記要綱に基づきます。要綱に基づく任意の手続

きについては、第四編「すまいの環境性能表示の表示方法」の「4.届出の手続き」（p.42）を参照してく

ださい。 

・ 神戸市すまいの環境性能表示実施要綱（平成 22年 11月制定、平成 24年 6月改正） 

 

◆CASBEE関連制度の変遷について 

神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE神戸）は、神戸市要綱に基づいて平成 18年 8月 1日に開始し

た制度で、同年 10月より兵庫県条例「環境の保全と創造に関する条例」に基づく届出として運用してきました。 

また、住宅の環境性能を市民にわかりやすく情報提供し、以下の 3 つを実現する取組として、神戸市要綱に基

づいて平成 22年 11月 1日に「すまいの環境性能表示」を開始しました。 

① 市民に環境への配慮に係る情報を提供し、住宅選択の判断材料として定着させる 

② 住宅供給事業者の自主的な環境配慮の取組みを誘導する 

③ 制度の定着により、環境に配慮した住宅が高く評価される市場の形成を図る 

平成 24年 7月 1日からは、いずれも「神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例」に基づく届出

制度となり、一定規模以上の集合住宅には新たにすまいの環境性能表示が義務付けられました。 

 

 

 

これらの制度は建築基準法第 6 条に基づく建築基準関係規定には該当しません。従って、建築基準法に基づく

「確認申請」や神戸市条例に基づく「建築にあたっての事前届出書」の提出、審査とは直接関係しません。 

 

  

 
 
 
 

神戸市すまいの 

環境性能表示 

実施要綱 

 

届出義務 任意 

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例 

建築物総合環境配慮指針 

すまいの環境性能表示基準 

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する

条例施行規則 
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3. 届出対象 

 

1. 建築物総合環境計画書の届出（条例第 9条） 

全ての建築物用途について以下のものが対象となります。 以下の対象建築物を「特定建築物」といい、その

新築等を行う者を「特定建築主」といいます。 

新築の場合 延べ面積が      2,000㎡／１棟 以上 

増築・改築の場合 増築・改築部分面積が   2,000㎡／１棟 以上  ・・・図 1参照 

大規模の修繕・模様替の場合 該当部分面積が   2,000㎡／１棟 以上 

※大規模の修繕・模様替とは、それぞれ建築基準法第 2条第 14号・第 15号に該当するものをいいます。 

 

2. すまいの環境性能表示の届出（条例第 15条） 

1.の対象となる特定建築物のうち、その全部又は一部を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築

物で、該当する部分の販売又は賃貸を目的とするものが対象となります。この対象建築物を「特定集合住宅」

といい、その新築等を行う者を「特定集合住宅建築主」といいます。 

 

＜注意＞ 

・ 延べ面積は、容積率計算の際に除外する部分も含めた面積（確認申請書の「第 3 面 11.イ 建築物全体」

欄の申請部分面積）で捉えてください。 

・ 一敷地内に複数棟の届出対象となる建築物を計画する場合は、棟別に届出が必要です。・・・図 2参照 

 

 

＜図 1 増築の場合の届出対象＞ 

 

＜図 2 一敷地内に複数棟の建築物を計画する場合の届出対象＞ 

  

既存部分   増築部分 

1,000㎡       

既存部分    増築部分 
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増築部分 
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届出 

延べ面積 3,000㎡ 

第１号様式 6（2）欄 「同一棟の既存部分」に面積記入 

延べ面積 3,000㎡ 

届出不要 

 
200m2 延べ面積 
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4,000㎡ 

    棟別で 届出①    届出②が必要  

  

 
延べ面積 

1,500㎡ 

延べ面積 

1,000㎡ 

  合計では 2,000㎡以上であっても 
棟別では 2,000㎡未満であれば届出不

要 
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4. 届出の手続き 

 

１．届出の流れ 

（１）特定集合住宅以外の特定建築物の場合（建築物総合環境計画書の届出） 

 建築主等 神戸市 

計

画

段

階 

  

 

工

事

完

了 

  

 

 

（２）特定集合住宅の場合（建築物総合環境計画書の届出＋すまいの環境性能表示の届出） 

 買主又は賃借人 販売等を行う建築主等 神戸市 

計

画

段

階 

   

工

事

完

了 

   

 

変更内容の確認 

表示内容及び広告した旨の

HP公表 

建築物総合環境 

計画書の作成 

内容の確認 

概要・評価の HP公表 

届出 

表示(仮囲い・広告) 

の実施 
内容の確認 

表示内容及び広告した旨の

HP公表 

届出 

最初に広告表示をした

日から 15日以内 

広告媒体入手 

変更内容の確認 

概要・評価の HP公表 

届出 

表示(仮囲い・広告) 

の実施 届出 
広告媒体入手 

最初に広告表示をした

日から 15日以内 

 

現場確認 

完了した旨のHP公表 

届出 

計画変更の場合 

買主等へ

の説明 

 

買主等へ

の説明 

 

確認申請の

21日前まで 

建築物総合環境 

計画書の変更 変更工事着手 

の 15日前まで 

工事完了届 

の作成 
工事が完了をした 

日から 15日以内 

計画変更の場合 

建築物総合環境 

計画書の作成 

内容の確認 

概要・評価の HP公表 

届出 

変更内容の確認 

概要・評価の HP公表 

届出 

完了した旨の HP公表 

届出 

工事着工の

21日前まで 

工事完了届 

の作成 

建築物総合環境 

計画書の変更 

工事が完了をした 

日から 15日以内 

変更工事着手の

15日前まで 
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2. .建築物総合環境計画書の届出内容・・・あわせて第二編・第三編をご覧ください 

（1） 建築物総合環境計画書の届出 

特定集合建築主以外の特定建築主は工事に着手する 21日前までに、特定集合住宅建築主は建築確認申

請の 21日前までに、建築物総合環境計画書（様式第 1号）に CASBEE神戸 ver.3の評価結果等を含む添

付図書（「5.届出に必要な図書」（p.5）を参照）を添えて提出してください。（正・副計 2部） 

 

（２） 建築物総合環境計画書の変更の届出 

建築物の設計変更等により既に届出をした内容に変更が生じる場合は、建築物総合環境計画書変更届（様

式第 2 号）に必要な図書（「5.届出に必要な図書」（p.5）を参照）を添付して、変更の工事に着手する 15 日前ま

でに提出ください。（正・副計 2部） 

ただし、評価結果（BEE 値、各評価項目レベル）に影響しない変更の場合については、届出の必要はありません。 

また、特定建築主の住所や特定建築物の名称を変更した場合などは、速やかに変更届を提出してください。 

 

（３） 工事完了の届出 

特定建築物の工事が完了した場合は工事完了日から 15 日以内に、特定建築物工事完了届（様式第 3 号）

を提出してください。（正・副計 2部） 完了届には竣工写真（建築物外観 2箇所、外構 2箇所 計 4枚 1部）

及びレベル 4 以上と評価された項目の中から 3 点以上、導入設備のカタログや写真等、環境配慮の取り組みの

実施結果が確認できる図書の添付をお願いします。また、すまいの環境性能表示を行った特定集合住宅につい

ては、工事完了後に現場確認を行うことがありますので、円滑な実施にご協力をお願いいたします。 

 

3．すまいの環境性能表示の届出内容・・・あわせて第四編をご覧ください 

（１）すまいの環境性能表示の広告への表示に係る届出 

特定集合住宅建築主は、住宅の販売や賃貸の広告の中にすまいの環境性能表示を表示した場合又は販売

等受託者によって広告の中に表示された場合には、その最初の表示がなされた日から 15日以内に、すまいの

環境性能表示届（様式第 4号）に、当該広告やホームページ等を紙に出力したもの又はそれらの写しを添えて

提出してください。（正・副計 2部） 

 

（２）変更後のすまいの環境性能表示の広告への表示に係る届出 

建築物の設計変更等により既に表示した内容に変更が生じ、すまいの環境性能表示を変更して広告の中に表

示した場合は、その最初の表示がなされた日から 15日以内にすまいの環境性能表示変更届（様式第 4号）に、

変更後の広告やホームページ等を紙に出力したもの又はそれらの写しを添えて提出してください。（正・副計 2部） 

届出、問合せ窓口 

建築住宅局建築指導部建築安全課指導係（建築環境担当） 

神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル５階 

Tel 078-595-6556 Fax 078-595-6663 

 

建築主に代わって設計者等が届出を行う場合は、いずれの届出に際しても、委任状（正・副）を添付してくださ

い。また、届出された内容は、神戸市のホームページへの掲載や窓口での閲覧により、市民の皆さんに公表いた

します。詳しくは「7.公表について」（p.8）を参照ください。 

5. 届出に必要な添付図書 



CASBEE神戸 ver.3 

第一編 CASBEE神戸に関する届出 

6 

 

1. 建築物総合環境計画書の届出 

建築物総合環境計画書（様式第 1号）に、以下の添付図書を提出してください。 

 図書の種類 明示すべき事項  

(1) CASBEE 神戸 ver.3 評価結

果表示シート 

特定建築物の名称及び建設地、建築物の用途、敷地面積及び延べ面

積、建築物の竣工年月（予定）、環境効率、環境品質における評価結果

及び環境負荷低減性における評価結果、評価分野における評価結果、

特記事項（CASBEE神戸の重要項目他）、外観パース等 

 (2) メインシート 

(3) 排出係数シート 電気事業者名、及びその事業者が供給する電気の CO2 排出係数 

(4) スコアシート 配慮項目における得点、環境配慮設計の概要  

(5) ライフサイクル CO2 

計算シート 

＊入力する必要はありません。全て自動で表示されます。 

(6) 採点シート 

（Q1～Q3、LR1～LR3） 

配慮項目における得点 

(7) 計画書シート 省エネルギー法に基づく届出内容 

(8) LCCO2算定条件シート LCCO2 を自動計算する場合； 

メインシートで「標準計算」を選択し、LCCO2算定条件（標準計算）シー

トに、既存躯体の再利用と高炉セメントの利用率（利用していない場合

は 0％）を入力し、添付してください。 

公表された LCA手法により、詳細な LCCO2 を算定する場合； 

メインシートで「個別計算」を選択し、LCCO2 算定条件（個別計算）シー

トに、計算結果を入力して添付してください。 

(9) 附近見取図 方位、道路、目標となる地物 

(10) 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、敷地に接す

る道路の位置及び幅員、舗装仕上げ 

(11) 緑地計画図 ◇下記の範囲等を図中に示す 

緑地部分、屋上緑化部分、水面部分、舗装部分、中高木種別 

 

◇根拠となる計算式等を図中に示す（別紙でも可） 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途・面積、自然換気面積  

評価項目 計算事項 

Ｑ３ 

1. 生物環境の保全と創出 

・外構緑化指数 

・建物緑化指数 

Ｑ３ 

3. 2敷地内温熱環境の向上 

 

・空地率 

・水平投影面積率 

・緑被率、水被率、中・高木の水平投影面積率

の合計 

・舗装面積率 

・外壁面対策面積率 

ＬＲ３ 

2.2. 温熱環境悪化の改善 

・地表面対策面積率 

・屋根面対策面積率 

・外壁面対策面積率 
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(13) 立面図（2面以上） 縮尺、開口部の位置、屋根仕上げ、外壁仕上げ  

(14) 断面図（2面以上） 縮尺、階高、各階の天井の高さ、建築物の高さ  

(15) 内部仕上表 主要な室の床・壁・天井の仕上げ  

(16) 計算書 昼光率、壁長さ比率等 

＊解説文中に評価のための計算式がある項目を評価する場合は、評価

根拠となる計算式を示してください。（例；LR3 2.2 温熱環境の改善 

見付面積比、隣棟間隔指標） 

(17) 「CASBEE 神戸の重要項目」

に係る取組み内容説明図書

（p.15参照） 

バリアフリー計画、建築物の耐震性等、まちなみ・景観への配慮について

の取組み内容説明図書 

＊提出は任意です。 

(18) 各評価項目において、その「解

説」中で、指示している別途添

付の資料 

解説文中に、「取組みを評価する際には、第三者が理解できる資料を別

途添付すること」と指示のあるものは、解説文で例示されているような資

料を添付してください。 

＊これらの指示は、Q３「生物環境の保全と創出」、「まちなみ・景観への

配慮」、「地域性・アメニティへの配慮」及び LR3「温熱環境悪化の改

善」等の評価の客観性が問われる項目において、なるべく主観を排除

しようとする趣旨です。 

(19) その他市長が必要と認める図

書 

建築物の環境品質・性能の向上及び建築物による外部環境負荷の低

減のための措置について参考となる事項 

(20) すまいの環境性能表示結果シ

ート 

神戸市すまいの環境性能表示、特に重要な環境性能に関する項目にお

ける得点、受付番号 

＊特定集合住宅以外の特定建築物は、添付する必要はありません。 すまいの環境性能表示入力シ

ート 

(21) 委任状 様式は問いません。（委任者・代理者の氏名・住所・電話番号、委任日

を記載してください。） 

 

 

2. 建築物総合環境計画書の変更の届出 

建築物総合環境計画書変更届（様式第 1号）に、上記(1)～(21)のうち変更された内容に係る図書を添付して

ください。 

 

 

＜注意＞ 

・ 副本交付時に、入力（評価）後の CASBEE 神戸 ver.3 評価ツールソフト（Excel 形式）のデータの提出

（CD-R、USB メモリ等に保存）をお願いします。 

・ 届出の内容や記載方法等について、ご不明な点がありましたら、ご相談下さい。 
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6. 公表について 

 

条例の規定に基づき、届出された建築物の概要を神戸市住宅都市局のホームページや神戸市住宅都市局

建築指導部建築安全課の窓口等で市民の皆さんに公表いたします。 

 

1. 神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE神戸）の届出に関する公表内容 

① 特定建築物の概要 

（名称、建設地、用途、工事種別、特定建築主、設計者、環境性能ランク、完成年月、使用ソフト） 

② 「CASBEE神戸 ver.3 評価結果表示シート」 

③ 「スコアシート」 

④ 「CASBEE神戸の重要項目に係る取組み内容説明図書」 

 

2. すまいの環境性能表示の届出に関する公表内容 

① 特定集合住宅の概要 

（名称、建設地、用途、工事種別、特定集合住宅建築主、設計者、環境性能ランク、完成年月、使用ソフ

ト） 

② 「CASBEE神戸 ver.3 評価結果表示シート」 

③ 「スコアシート」 

④ 「すまいの環境性能表示」 

 

 

＜注意＞ 

(1) 公表期間はおおむね 3年間（届出された年度の翌々年度末までの間）とします。 

※CASBEEは設計仕様に基づく予測評価であるため、評価結果は竣工後 3年間有効とされています。 

(2) 特定建築主名・特定集合住宅建築主名・設計者名等の個人情報の公表を希望されない場合は、届出時に

担当窓口で申し出してください。また、特記欄にその旨を記載してください。 

(3) 公表の内容は、特定建築主及び特定集合住宅建築主が自主的に評価された概要を掲載するものです。神

戸市がその評価内容を認証したものではありません。 

 

  



CASBEE神戸 ver.3 

第一編 CASBEE神戸に関する届出 

 

9 

7. 届出書様式 

 

届出書様式は、神戸市のホームページからダウンロードすることができます。次ページの記入例を参考に作成し

てください。 

 

・ 建築物総合環境計画書（様式第 1号） 

・ 建築物総合環境計画書変更届（様式第 2号） 

・ 特定建築物工事完了届（様式第 3号） 

・ すまいの環境性能表示（変更）届（様式第 4号） 

 

ダウンロードページ 

（1） 神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE神戸）関係・・・様式第 1号～第 3号 

（2） すまいの環境性能表示関係・・・様式第 4号 

http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/procedure/otherreport/casbee/inde

x.html 
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1. 建築物総合環境計画書（様式第 1号（第 5条関係））の記入例 

（第 1面） 

建築物総合環境計画書 

令和○○年○○月○○日 

神戸市長 宛 

提出者（特定建築主） 郵便番号  ○○○－○○○○  

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 神戸市○○区○○町○丁目○番○号      

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名） 

 株式会社○○○ 代表取締役○○○○     

電話番号  （ ０７８ ）○○○－○○○○     

 

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例第９条第２項の規定により，建築物総合環境計画書を

提出します。 

代理者 

氏   名  株式会社○○○ 代表取締役○○ ○○ 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住   所  ○○市○○町○丁目○番○号 

電話番号  ○○○（○○○）○○○○ FAX番号 ○○○（○○○）○○○○ 

担当者氏名 ○○ ○○（メールアドレス：〇〇＠〇〇） 

設計者 

氏   名  株式会社○○一級建築士事務所  所長 ○○ 〇〇 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住   所  神戸市○○区○○町○丁目○番○号 

電話番号  ○○○（○○○）○○○○ 

特定建築物の所在

地 

 

神戸市○区○○町○丁目○番○号 

 

特定建築物の 

名称 
○○○ビルディング 

※
受

付

処

理

欄 

 
※
特

記

欄 

 

 備考 １ ※印のある欄は、記載しないでください。 

２ この計画書は、特定建築物の棟ごとに提出してください。 
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（第 2面） 

 

特

定

建

築

物

の

概

要 

工事種別 ■新築 □増築 □改築 □大規模の修繕又は大規模の模様替 

床面積の 

合計 

 届 出 部 分   同一棟の届出以外の部分  合    計 

（○,○○○㎡）   （○,○○○㎡）     （○,○○○㎡） 

用途及び用 

途別床面積 

□事務所（    ㎡） □学 校（    ㎡） ■物販店（○,○○○㎡） 

□飲食店（    ㎡） □集会所（    ㎡） □病 院（    ㎡） 

□ホテル（    ㎡） ■集合住宅（○,○○○㎡） □工 場（    ㎡） 

※(     ㎡)内に当該用途の届出部分床面積を記入          

敷地面積 （ ○,○○○ ㎡）  

建築面積 
 届 出 部 分   同一棟の届出以外の部分  合    計 

（○,○○○㎡）   （○,○○○㎡）     （○,○○○㎡） 

構造 
■鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □鉄筋鉄骨コンクリート造 

□（      ）造 

高さ及び 

階数 
 （ ○,○○○ ）ｍ （地上 ○○ 階，地下 ○ 階） 

環境配慮の 

評価 
別途添付 

総合設計の 

適用 
□ 有   ■ 無  

確認申請予定日又は

計画通知予定日 
  令和 ○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

工事着手予定日       令和 ○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

工事完了予定日   令和 ○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

備考  

  

 

  



CASBEE神戸 ver.3 

第一編 CASBEE神戸に関する届出 

12 

2. 建築物総合環境計画書変更届（様式第 2号（第 9条関係））の記入例 

建築物総合環境計画書変更届 

令和○○年○○月○○日 

神戸市長 宛 

提出者（特定建築主）  郵便番号  ○○○－○○○○  

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 神戸市○○区○○町○丁目○番○号    

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名） 

 株式会社○○○ 代表取締役○○○○    

電話番号  （ ０７８ ）○○○－○○○○  

 

建築物総合環境計画書を変更したので，神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例第 10 条第１

項及び第２項の規定により，届け出ます。 

代理者 

氏  名  株式会社○○○ 代表取締役○○ ○○ 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住  所  ○○市○○町○丁目○番○号 

電話番号  ○○○（○○○）○○○○ FAX番号 ○○○（○○○）○○○○ 

担当者氏名 ○○ ○○（メールアドレス：〇〇＠〇〇） 

特定建築物の 

所在地 
神戸市○区○○町○丁目○番○号 

特定建築物の 

名称 
 ○○○ビルディング 

建築物総合環境 

計画書の届出日 

及び番号 

令和○○年○○月○○日    第○○号 

変更した事項 

変更前 （変更事項について、変更する前の状況を具体的に記入してください。） 

変更後 （変更事項について、変更する後の状況を具体的に記入してください。） 

環境配慮の評 

価 
別途添付 

備考  

受
付
処
理
欄 

 

特 

記 

欄 
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3. 特定建築物工事完了届（様式第 3号（第 11条関係））の記入例 

特定建築物工事完了届 

令和○○年○○月○○日 

神戸市長 宛 

提出者（特定建築主）  郵便番号  ○○○－○○○○  

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 神戸市○○区○○町○丁目○番○号    

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名） 

 株式会社○○○ 代表取締役○○○○    

電話番号  （ ０７８ ）○○○－○○○○  

 

特定建築物の工事が完了したので，神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例第 12条第１項の規

定により，次のとおり届け出ます。この特定建築物工事完了届及び添付図書に記載の事項は，事実に相違ありませ

ん。 

代理者 

氏  名  株式会社○○○ 代表取締役○○ ○○ 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住  所  ○○市○○町○丁目○番○号 

電話番号  ○○○（○○○）○○○○ FAX番号 ○○○（○○○）○○○○ 

担当者氏名 ○○ ○○（メールアドレス：〇〇＠〇〇） 

特定建築物の 

所在地 
神戸市○区○○町○丁目○番○号 

特定建築物の 

名称 
○○○ビルディング 

建築物総合環境 

計画書の届出日 

及び番号 

令和○○年○○月○○日    第○○号 

工事完了日 令和○○年○○月○○日 

確認事項 

■ 既に届け出たとおりの工事が完了したことを確認した。 

■ 評価結果の変更を生じる変更事項が無いことを確認した。 

□ （                       ） 

受

付

処

理

欄 

 

特

記

欄 
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4. すまいの環境性能表示届（様式第 4号（第 14条・第 16条関係））の記入例 

すまいの環境性能表示（変更）届 

令和○○年○○月○○日 

神戸市長 宛 

提出者（特定建築主）  郵便番号  ○○○－○○○○  

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 神戸市○○区○○町○丁目○番○号    

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名） 

 株式会社○○○ 代表取締役○○○○    

電話番号  （ ０７８ ）○○○－○○○○  

 

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例         の規定により，すまいの環境性能表示を       

ことを届け出ます。 

 

代理者 

氏  名  株式会社○○○ 代表取締役○○ ○○ 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住  所  ○○市○○町○丁目○番○号 

電話番号  ○○（○○）○○  FAX番号 ○○（○○）○○ 

担当者氏名 ○○ ○○（メールアドレス：〇〇＠〇〇） 

特定集合住宅の所在地 神戸市○区○○町○丁目○番○号 

特定集合住宅の名称  ○○○マンション 

建築物総合環境計画書の届出 

日及び番号 
令和○○年○○月○○日    第○○号 

広告の日 令和○年○○月○○日 

広告又はその写し  別途添付 

特定集合住宅の工事の現 

場での表示 
■表示済み    □ 年 月 日表示予定 

販売受託者 

（該当する場合のみ記入） 

氏  名  株式会社○○○ 代表取締役○○ ○○ 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住  所  ○○市○○区○○通○丁目○番○号 

電話番号  ○○（○○）○○ FAX番号 ○○（○○）○○ 

担当者氏名 ○○ ○○            

備考  

受
付
処
理
欄 

 

特
記
欄 

 

  

 

  



CASBEE神戸 ver.3 

第二編 CASBEE神戸の重要項目 

 

15 

第二編 CASBEE 神戸の重要項目 

 

1. 「CASBEE神戸の重要項目」の意味 

 

1. 建物をめぐる神戸市の状況 

神戸市は、南に海、背景に緑豊かな六甲山という自然に恵まれ、変化にとんだ、明るく開放的で、異国情緒豊

かなまちを誇りとしてきました。また、高齢化社会の到来に加え、起伏の多い地理条件、港・空港を経て海外から

来られる人など市独自の状況により、誰もが使いやすい建物に対する市民の意識も高いものとなっています。この

ため、神戸市では「景観」「バリアフリー」については全国に先駆けて条例化をはかり、神戸らしい景観の保全やユ

ニバーサルデザイン化に取り組んできました。一方、阪神・淡路大震災の経験から、災害時の安全性が非常に重

要であることを知っており、人々が安全で安心な暮らしを続けていけるよう、建物の安全性確保にも積極的に取り

組んでいます。 

CASBEE 神戸においてもこれらの考え方を大切にし、より美しい、安全で安心して暮らせるための建物、まちづ

くりを目指していきたいと思います。 

 

2. CASBEE神戸の重要項目 

CASBEE神戸では、建築物の総合的な環境性能についての6つの分野、約80の評価項目を設けています。

これらの評価項目は全国共通のものですが、先に述べたような神戸市の状況を反映し、これらの評価項目のなか

の「バリアフリー計画」「建築物の耐震性等（耐震・免震、信頼性）」「まちなみ・景観への配慮」の 3 つを重要項目

と位置づけることにしました。 

CASBEE 神戸による総合的評価と共に、別途「CASBEE 神戸の重要項目」としてこの 3 項目の評価結果を

表示することにより事業者，設計者の配慮，工夫をわかりやすくしています。 

 

2. 「CASBEE神戸の重要項目」に係る取組み内容説明図書 

 

「CASBEE 神戸の重要項目」の内の「バリアフリー計画」「まちなみ・景観への配慮」は比較的市民にわかりや

すく、また市民が直接的にそれを通じて建物と関わる機会のあるテーマです。また「建築物の耐震性等」は、震災

の経験から得られた知見をもとに事業者、設計者がどのような工夫を行ったかを市内外に発信することで、今後

の建物耐震化の参考となりうるテーマです。 

CASBEE 神戸では、重要項目の自己評価結果を、上記で述べたように別途表示することとしましたが、これら

の比較的市民にわかりやすい、興味を引くテーマであっても、数値結果、概要だけではなかなか伝わりにくいところ

があります。 

そこで、事業者・設計者がこれらの 3 つのテーマに関して創意工夫をした点があり、それを市民等に知らせたい

という場合は、それらについて任意にコメントできる機会を設けました。つまり建物の自己紹介です。市民が身近に

建つ建物のわかりやすい情報を得ることにより関心を高め、環境と建物の関係について考えるきっかけになること

を期待しています。 
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神戸市の重要項目に関わる CASBEEの評価項目は次のとおりです。 

 

バリアフリー計画 Q2（サービス性能） 1.1.3 バリアフリー計画 

建築物の耐震性等 Q2（サービス性能） 2.1 耐震・免震・制震・制振、 2.4 信頼性 

まちなみ・景観への配慮 Q3（室外環境（敷地内）） 2. まちなみ・景観への配慮 

 

「CASBEE 神戸の重要項目」に係る取組み内容説明図書の作成、公表は任意です。図書は特に様式を定め

ませんが、以下の点に留意してください。 

 

・ なるべくＰＤＦ形式での作成をお願いします。 

・ ビジュアル、グラフィックなものが分かりやすいです。 

・ ボリュームは、1項目につきＡ4サイズ 1枚程度（プリントした場合）です。1つの項目だけでも構いません。 

・ 既にある資料を流用も可能です。（工事前調査現場写真、既成パース、模型写真、図面、プレゼン資料、

分譲パンフ・宣伝HPからの引用など） 

 

作成したものは市ホームページで公表しますが、販売広告や商品名ＰＲとならないような配慮をお願いします。

判断が難しい場合は市窓口でご相談ください。 

 

 

作成イメージ 
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第三編 CASBEE 神戸の評価方法 

 

1. 評価システムの概要 

 

CASBEE神戸は「CASBEE-建築（新築）」に基づき、神戸市の重要項目を反映した評価システムです。 

評価は、「CASBEE神戸 ver.3評価マニュアル」の各分野に示される評価項目について、レベル 1～5の採点

基準が設けられていますので、その採点基準に従って評価する建築物について各項目のレベルを与えていただ

きます。 

各評価項目に与えた 1～5 のレベルに、各評価項目の重み係数を乗じて点数化し、建築物の環境品質・性能

にかかる要素（Q）を分子に、建築物による外部への環境負荷にかかる要素（L）を分母にして表される数値＝環

境性能効率（BEE）により、環境配慮の取組みを評価していただくこととなります。 

CASBEE神戸ver.3の評価には、本マニュアルとCASBEE-建築(新築)評価マニュアル（2016年版）（PART

Ⅱより参照してください）が必要です。また評価入力用として「CASBEE 神戸 ver.3 評価ソフト」を用意しておりま

すのでご利用ください。 

なお、大規模の修繕又は模様替についても、CASBEE神戸 ver.3を使用してください。その場合、改修に係る

項目については改修後の評価、それ以外の項目は新築時の設計図書等に沿って現状の評価を行ってください。 

 

 

◆「CASBEE神戸 ver.3評価マニュアル」、「CASBEE神戸 ver.3 評価ソフト」、「CASBEE-建築（新築）評価

マニュアル（2016年版）」の入手方法 

本マニュアルの PDFデータ、CASBEE神戸 ver.3の評価ソフト等は、神戸市のホームページからダウンロード

することができます。 

 

CASBEE神戸のページ 

http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/procedure/otherreport/casbee/index.ht

ml 

 

もしくは、神戸市ホームページのトップページの検索 BOX に「CASBEE」と入力して、検索結果の中から

「CASBEE神戸」のページを選択してください。 

市 HPのトップページ検索 BOX 

 

 CASBEE-建築（新築）評価マニュアル（2016年版）については、（一般社団法人）日本サステナブル建築協会

（ＪＳＢＣ）のホームページを参照下さい。 

 

◆「CASBEE神戸 ver.2」からの変更点 

CASBEE神戸 ver.3では、エネルギーの評価において参照しているエネルギー消費性能基準の適合義務化

などの動向に対応しました。このため数値の入力方法が CASBEE神戸 ver.2から変更になっています。詳しくは

計画書シート（p.24）をご覧ください。 

 

CASBEE 検索 
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2. CASBEE神戸 ver.3 評価結果表示シート 

CASBEE神戸 ver.3の評価システムに従って建築物の総合的な環境評価を行い、届出の際にその結果を添

付図書として提出してください。 

 

 

◆CASBEE神戸 ver.3 評価結果表示シートの表示内容 

 

パースがない場合は、立面図でも可 
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1-1 建物概要 

特定建築物の名称及び建設地、設計者の氏名、建築物の用途、敷地面積及び延べ面積、建築物の竣工年

月等を示します。 

 

2-1 BEE（Q／L）の評価結果 

Q（建築物の環境品質・性能）とL（建築物の環境負荷）の評価結果から算出される「建築物の環境性能効率：

BEE」を表示しています。Qと Lの値はそれぞれQ分野の総合得点（スコア）SQおよび LR分野の総合得点（ス

コア）SLRから導かれます。ここで、まず分子の Qは建築物の環境品質・性能の得点 SQ（1点～5点）を Qのス

ケールである 0～100の数値に変換するため、Q＝25×（SQ－1）と定義します。一方、分母の Lは、環境負荷低

減性の得点 SLR（1点～5点）をやはり環境負荷 L のスケールである 0～100の数値に変換するため、L＝25×

（5－SLR）と定義します。縦軸にQ、横軸に Lをとった BEEのグラフ上で、BEEの傾きに従ってC（劣る）から B

－、B＋、A、S（素晴らしい）の５ランクによって建築物の総合的な環境性能評価結果をランキングし、分り易いよう

に星印の数で表現しています。 

 

2-2 温暖化影響チャート（ライフサイクル CO2） 

このグラフは、LR-3 中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクル

CO2排出量の目安で示したものです。 

 

2-3 レーダーチャート 

さらに、Q1 から LR3 まで 6 分野毎の得点がレーダーチャートに一括して示され、評価対象建築物における環

境配慮の特徴が一目でわかるようになっています。 

 

2-4 バーチャート 

ＱとＬは、それぞれ３つの評価分野に分かれています。Q（建築物の環境品質・性能）は上欄に、「Q1 室内環

境」、「Q2 サービス性能」、「Q3 室外環境（敷地内）」の３つの分野ごとの評価結果が棒グラフで表示されます。ま

た、LR（建築物の環境負荷低減性※）は下欄に、「LR1 エネルギー」、「LR2 資源・マテリアル」、「LR3 敷地外

環境」の評価結果が同様に表示されます。レベル３（赤い線）が一般的な取組みレベルを示し、それ以上がレベ

ル４、レベル５となります。 

＜※注意＞ 
環境負荷（L）は小さい方が望ましいのですが、建築物の環境性能を総合的に評価する時は、環境品質（Q）の大き

い方が評価が高くなるのに合わせて、その環境負荷を減らす取り組み、すなわち環境負荷低減性（LR）の大きい方が
高い評価になるようにそろえています。従って BEE 値を計算するときは（L）、各項目の評価の際は（LR）と使い分けて
いますのでご注意ください。 

 

3 CASBEE神戸の重要項目 

CASBEE 神戸による評価結果のうち、神戸市の重要項目である「バリアフリー計画」「建築物の耐震性等」「ま

ちなみ・景観への配慮」に関わる評価項目の結果を示します。各項目のスコアは風見鶏の数で表示されます。ま

た、重要項目に対する設計上の工夫など、配慮事項の概要が表示されます。（第二編「CASBEE 神戸の重要

項目」（p.15）を参照。） 
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3. ライフサイクル CO2算定の概要 

◆標準計算 

建築物における LCCO2 の計算は、通常膨大な作業を伴いますが、CASBEE 神戸 ver.3 においてはこれを

簡易に求め、概算することとしています。 

具体的には、各建物用途において基準となる LCCO2排出量（LR1エネルギーを除く全ての評価項目で「レベ

ル３」、かつ省エネ法における建築主の判断基準相当の建物の LCCO2）を設定した上で、建設段階、運用段階、

修繕・更新・解体段階において、CO2排出に関連する評価項目の結果（採点レベル）からほぼ自動的に算定でき

るようにしています（一部個別入力）。 

 

（１） 建設段階 

「LR2.資源・マテリアル」では、「既存建築躯体の継続使用」や「リサイクル建材の活用」が評価されています。

これらの対策を考慮した建設資材製造に関連した CO2（embodied CO2）を、既存躯体の利用率、高炉セメント

の利用率から概算します。 

 

（２） 運用段階 

「LR1.エネルギー」において評価している一次エネルギー消費率：BEI（モデル建物法の場合は BEIｍ）等の

数値と、効率的な運用における取組みに応じた削減率を用いて、運用段階の CO2排出を簡易に推計します。 

 

（３） 修繕・更新・解体段階 

「Q2.サービス性能」では、長寿命化の取組みによる耐用年数の向上が評価されています。ただし、具体的な

耐用年数の延命をLCCO2の計算条件として採用できる程の精度で推定することは難しく、住宅を除き耐用年数

は下記の通り、LCCO2を推計します。 

・ 事務所、病院、ホテル、学校、集会場…60年固定 

・ 物販店、飲食店、工場…30年固定 

・ 集合住宅…住宅性能表示の劣化対策等級に従って、30、60、90年とする。 

 

◆個別計算 

一方、評価者自身が詳細なデータ収集と計算を行って精度の高い LCCO2 を算出した場合、これを「個別計

算」と呼び、評価結果の一部とすることができることとしています。個別計算の方法については、一般に公表された

ライフサイクルアセスメント（LCA）の手順を用い、用いた手法や算定条件等については、評価者により詳細を示し

ていただくこととしています。一般に公表されている LCA 手法で利用可能なものとしては、建物の LCA 指針（日

本建築学会編,丸善, 2006）などが挙げられます。また、評価者による算定条件等の具体的な記述については、

付属の評価ソフトにおける「LCCO2算定条件シート」」への入力によることとしています。  
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4. 建物の用途 

 

◆建築物の用途の区分 

CASBEE 神戸 ver.3 は、戸建住宅を除く全ての用途に適用可能です（戸建住宅は CASBEE 神戸-戸建

ver.3を利用）。用途分類は省エネルギー基準で用いられる８用途（工場含む）、及び集合住宅となります。 

次の表を参考に、CASBEEの用途区分に分けて、評価を行ってください。 

用途区分表  

用途 

区分 
用途名 含まれる用途 

非
住
宅
系
用
途 

事 務 所 事務所、庁舎、郵便局など 

学校 小学校、中学校、高等学校，大学、高等専門学校、専修学校、各種学校など 

物販店 百貨店、マーケットなど 

飲食店 飲食店、食堂、喫茶店など 

集会所 
公会堂、集会場、図書館、博物館、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ

屋、展示施設など 

工場 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場、電算室など 

住
宅
系
用
途 

病院 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど 

ホテル ホテル、旅館など 

集合住宅 集合住宅（戸建は対象外） 

対象となる用途については、「非住宅系用途」と「住宅系用途」の大きく二つに区分しています。特に「住宅系用

途」に区分される病院、ホテル、集合住宅は、利用者の住居・宿泊空間（以下＜住居・宿泊部分＞）を含む建築

物です。これら、住宅系用途の建築物の評価は､「住居・宿泊部分」とそれ以外の共用部分（以下＜建物全体・

共用部分＞）とに分けて行います。 

 

◆敷地内に複数棟ある場合 

特定建築物は棟ごとに評価します。 

・ 1棟毎に概要書を作成してください。 

・ 「Q3室外環境（敷地内）」「LR3敷地外環境」の評価項目については、区域全体での評価を行うこととし、概

要書にはその評価結果を記入してください。但し、区域が道路等によって複数に分かれる場合には、それぞ

れで評価を行ってください。 

 

◆病院、ホテル、集合住宅の評価 

Q1 及び Q2 の評価にあたっては、各建物の共用部（病院の外来待合い、ホテルのロビー、集合住宅のエントラ

ンス等）と、専用部分（病院の病室、ホテルの宿泊室、集合住宅の住戸）を評価します。共用部は＜建物全体・

共用部分＞を、専用部分については、＜住居・宿泊部分＞の評価基準に基づいて評価することになります。 

 

◆工場の評価 

なお、工場については Q1 室内環境と Q2「1.機能性」の評価では主に居住エリア（事務所等）を評価の対象と

し、生産エリアは評価対象外とします。LR1 エネルギーの評価では、省エネルギー基準で計算対象外となる工場

の生産エリアにおけるエネルギー消費は対象外とします。  
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5. メインシート 

 

評価建物の基本情報（名称、用途、規模等）など、評価にあたって必要な情報を入力します。住宅系用途の

建物を評価する場合は＜建物全体・共用部分＞と＜住居・宿泊部分＞の床面積の比を入力します。 

 

 

  

届出書（第 1 面）に記載の特定建築物

の名称を記入してください。 

建築基準法上の用途を記入してください。 

第 3 者 機 関 や

CASBEE 評価員資格

者による評価結果の確

認を行っている場合の

み記入してください。 

自動的に算定する場

合は「標準計算」を選

択（「個別計算」につい

ては p.20 を参照してく

ださい。） 

用途区分表（p.21）

の中から該当するも

のを選択し、各用途

にそれぞれの面積を

入力します。 

病院用途又はホテル用途の建築物を評価する場

合は＜建物全体・共用部分＞と＜住居・宿泊部分

＞の床面積比を入力します。（病院では病室部

分、ホテルでは宿泊室部分の占める割合を 0～

1.0 までの値で入力します。非住宅系用途の建築

物では入力しません。） 
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6. 採点シート 

 

解説シートには各用途における採点基準表が表示されており、評価項目毎に、レベル 1 からレベル 5 までの 5

段階の採点基準を解説します。評価者はその表に従って採点を行います。基準はレベル 3 です。＜建物全体・

共用部分＞は全用途共通に採点する項目です。住宅系用途の場合は、Q1 と Q2 の採点シートについて、＜住

居・宿泊部分＞の採点基準と評価欄が用意されており、これについても採点を行います。 

採点基準は、項目毎にレベル 1～5の段階設定がされており、採点欄ではそのレベル数をプルダウンで選択（レ

ベル 3 の場合は 3 を選択）します。対象建築物の個別条件によって採点基準をそのまま適用できないような場

合、一部の評価項目で「対象外」を選択することができます（対象外とできる項目はマニュアルの解説中に記載さ

れています）。対象外を選択した場合、特に示されない限り、対象外とした項目の重みが「０」で計上され、それ以

外の項目の重みに比例配分されます。 

 

 

採点シート画面 

※複合用途建築物の評価 

複合用途建築物の評価を行う場合は、評価者自らにより、含まれる各用途のレベル（得点）をそれぞれの面積

割合により加重平均した結果を入力します。 

各用途での結果を評価項目毎に面積加重平均し、結果を整数で CASBEE 神戸 ver.3 の評価ソフトに入力

（プルダウンから選択）します。平均の結果は四捨五入した整数とします。より詳細な評価を行う場合には、加重平

均した小数値を含む値を採点欄に直接数値入力することもできます。 

 

◆評価する取組み 

一部の採点項目（特に「Q3 室外環境（敷地内）」、「LR3 敷地外環境」）においては、採点基準表に付属する

「評価する取組み」表に示される取組み度合いをチェックすることで採点を行います。「評価する取組み」表には、

環境配慮設計を行う上で、配慮すべき事項がチェック項目または手法のリストとしてまとめられています。リストに

示される個々の取組みの有無を評価し、与えられるポイントの合計点数（または項目数）により項目の採点を行い

ます。 

 

■建物名称 ○○ビル

Q1 室内環境 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと 基本設計段階

1 音環境
1.1 騒音 dB(A)

建物全体・共用部分 重み係数(既定）＝ 0.50 住居・宿泊部分 重み係数(既定）＝ 0.00

レベル 3.0
事・病(待)・ホ・工・

住
学(大学等)・病(診) 物・飲 会 学(小中高) レベル 3.0 病・ホ・住

　レベル　1 50＜ [騒音レベル] 45＜ [騒音レベル] 55＜ [騒音レベル] 40＜ [騒音レベル] 60＜ [騒音レベル] 　レベル　1 45＜ [騒音レベル]

　レベル　2 (該当するレベルなし) (該当するレベルなし) (該当するレベルなし) (該当するレベルなし)
50＜ [騒音レベル]
≦60

　レベル　2 (該当するレベルなし)

■レベル　3
45＜ [騒音レベル]
≦50

40＜ [騒音レベル]
≦45

50＜ [騒音レベル]
≦55

35＜ [騒音レベル]
≦40

45＜ [騒音レベル]
≦50

■レベル　3 40＜ [騒音レベル] ≦45

　レベル　4
40＜ [騒音レベル]
≦45

35＜ [騒音レベル]
≦40

45＜ [騒音レベル]
≦50

30＜ [騒音レベル]
≦35

35＜ [騒音レベル]
≦45

　レベル　4 35＜ [騒音レベル] ≦40

　レベル　5 [騒音レベル] ≦40 [騒音レベル] ≦35 [騒音レベル] ≦45 [騒音レベル] ≦30 [騒音レベル] ≦35 　レベル　5 [騒音レベル] ≦35

プルダウンメニューから 

１～５、対象外を選択 
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7. 計画書シート 

LR1（エネルギー）の採点方法 

「「LR1エネルギー」の採点項目では、建築物省エネ法におけるBPIやBEIなど、基準適合の判断に用いる指

標を一部項目の評価指標に採用しています。「1.建物外皮の熱負荷抑制」では、非住宅系用途をBPIまたは

BPIｍにより評価し、住宅系用途を「品確法」における住宅性能表示制度に準じて評価します。「3.設備システム

の高効率化」では、非住宅系用途をBEI またはBEIｍにより、住宅系用途をBEIにより評価します。 

これら２項目の評価にあたっては、図Ⅰ.3.5に示す「計画書シート」において入力を行います。具体的には、BPI

またはBPIｍと基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量、BEIまたはBEIｍなどそれぞれ該当

する数値を入力します。 

 

 

Q3　室外環境（敷地内） 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと 実施設計段階

1 生物環境の保全と創出
0.30

レベル 3.0

　レベル　1 生物環境の保全と創出に関して配慮に欠け、取組みが不十分である。(評価ポイント0～3)

　レベル　2 生物環境の保全と創出に関して配慮されているが、取組みが十分とはいえない。(評価ポイント4～6)

■レベル　3 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、標準的な取組みが行われている。(評価ポイント7～9)

　レベル　4 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、比較的多くの取組みが行われている。(評価ポイント10～12)

　レベル　5 生物環境の保全と創出に関して十分配慮されており、充実した取組みが行われている。(評価ポイント13以上）

評価する取組み

採点 評価ポイント

2 ポイント 2

2 ポイント 2

1 ポイント 1

0 ポイント 1

0 ポイント 1

0 ポイント 1

0 ポイント 1

0 ポイント 1

合計＝

1～2

9ポイント

VI その他

2)建物緑化指数が、5％以上20％未満を示す規模の建築物の緑化を行っている。 (1ポイント)

　建物緑化指数が、20％以上を示す規模の建築物の緑化を行っている。 (2ポイント)

1)自生種の保全に配慮した緑地づくりを行っている。

2)敷地や建物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。

3)野生小動物の生息域の確保に配慮した緑地づくりを行っている。

1)上記の評価項目以外に生物環境の保全と創出に資する独自の取組みを行っている。

1)敷地内にある生物資源を構成する動植物、表土、水辺等を保存または復元している。

重み係数(既定）＝

事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住

評価項目 評価内容

I 立地特性の把握と計画方針の設定

II 生物資源の保存と復元

1)敷地とその周辺にある生物環境に関する立地特性を把握し、その特性に基づいて敷地内の生
物環境の保全と創出に関わる計画方針を示している。

1～3

V 生物資源の管理と利用

IV 緑の質の確保

III 緑の量の確保

3 ポイント

1 ポイント

1)建物運用時における緑地等の維持管理に必要な設備を設置し、かつ管理方針を示している。

2)建物利用者や地域住民が生物とふれあい自然に親しめる環境や施設等を確保している。

1)外構緑化指数が、10％以上20％未満を示す規模の外構緑化を行い、なおかつ中高木を植栽

している。 (1ポイント)

　外構緑化指数が、20％以上50％未満を示す規模の外構緑化を行っている。(2ポイント)

　外構緑化指数が、50%以上を示す規模の外構緑化を行っている。 (3ポイント)

 

 

 ① プルダウンメニューから０ポイント、

１ポイント、２ポイント、３ポイント、

対象外を選択 

② 評価する取組みの 

合計ポイントによって採点される 



CASBEE神戸 ver.3 

第三編 CASBEE神戸の評価方法 

 

25 

 



CASBEE神戸 ver.3 

第三編 CASBEE神戸の評価方法 

26 

 

「計画書シート」（入力例、抜粋） 

 

※複合用途建築物の評価 

LR1 エネルギーの評価では、複合用途建築物の場合「計画書シート」において住宅用途、非住宅用途それぞ

れに「省エネルギー計画書」または「住宅性能評価書」からの数値の転記欄が設けられているので、用途毎に数

値を入力します。全用途における採点レベルの面積加重平均（自動計算）により、評価を行います。 

 

8. 排出係数シート 

 

CO2 排出量の計算に用いる電気の排出係数は、評価者が評価の目的に従って、適切な数値を選択します。

なお、評価ソフトでは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第 2条第 4項

に基づく、実排出係数及び代替値の CASBEE-建築（新築）2016 年版改訂（CASBEE 神戸 ver.3 の基となる

（一財）建築環境・省エネルギー機構作成による）時の最新値（平成 26年の実績値、平成 27年 11月公表）、お

よびその他の数値として評価者が選定した適切な排出係数（任意）を使うことができるようにしました。なお、電力

全面自由化に伴い、電気事業者の排出係数が評価時点で公表されていない場合もあります。 

図に示す「排出係数」シート画面より、電気の排出係数を選択、設定します。 
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「排出係数」シート 

 

(1) 評価条件として、与えられた排出係数を用いる場合； 

「（１）」にチェックして、根拠等を記述し、排出係数を入力します。 

＜例＞ 

補助事業への応募（募集者が指定）、コンペ・プロポーザルへの応募（募集者が指定）など 

 

(2) 温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量の算定方法を参考とする場合； 

以下①～③の中から選択、入力します注）。 

① 電気事業者から供給された電気の使用を想定している場合は国が公表する電気事業者ごとの排出係数を

用います。 

→「①」にチェックして、メニューに示されている電気事業者を選択します。 

 

 

 

条例に基づき届出される

場合は、この場合に該当

します。 
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② 上記以外の者から供給された電気の使用を想定している場合は、①の係数に相当する係数で、実測等に

基づく適切な排出係数を入力します。 

→「②」にチェックして、排出係数と事業者名を入力します。 

 

③ ①及び②の方法で想定できない場合は、①及び②の係数に代替するものとして環境大臣・経済産業大臣が

公表する係数（代替値）を選択します。 

→「③」にチェックします。 

 

注） 電気事業者毎の排出係数（実排出係数・調整後排出係数）および代替値は国が認めた値が毎年度公表さ

れるため、ＣＡＳＢＥＥの評価ソフトの改訂の有無を確認してください。なお、評価ソフトが対応できていない場合でも、

環境省のホームページなどで確認のうえ、「(3)上記以外の場合」の欄に最新の値を入力することで、これを用い

ることができます。 

 

(3) 上記以外の場合； 

「（３）」にチェックして、根拠等を記述し、排出係数を入力します。 

 

9. スコアシート 

 

 

10. ライフサイクル CO２計算シート 

※入力の必要はありません 

 

下にライフサイクル CO2（LCCO2）計算シートを示します。本シートでは、「採点シート」と「計画書シート（p.24 参

照）」に入力した内容に従って自動計算される LCCO2（標準計算）の計算過程を表示しています。 

建設段階、修繕・更新・解体段階、運用段階の各段階について、「参照値」（基準となる建物＝全ての評価項

基準点である 3 点を上回る得点を与える評価項目（水色表示欄）については、環境設計の配慮事項の記入

を必須とします。（3点を上回る得点となった根拠を簡潔にコメントしてください。） 
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目でレベル 3相当）と「評価対象」の CO2排出量が kg-CO2/年㎡で表示されます。 

 

 

 

  

自動的に表示 

評価結果シートの「2-3 ライフサイクル CO2(温暖化影響チャート）」(イメージ) 
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11. ライフサイクル CO2算定条件シート（標準計算） 

※場合により入力します 

 

 

 

  

  

  

標準計算で評価を実施している場合は、LCCO2計算に用いられている評価条件が LCCO2算定条件シー

ト（標準計算）に表示されます。代表的な資材の量や環境負荷原単位、エネルギーの CO2 排出係数等が計

算根拠として表示されます。 

なお、既存躯体の再利用と高炉セメントを採用した場合は、それぞれの利用率を本シートに入力します。こ

の数値が、LCCO2計算シート（前ページ）の建設段階の CO2排出量計算に反映されます。 
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12. CASBEE神戸 ver.3評価ソフトにおける留意点  

 

CASBEE 神戸 ver.3 においては標準計算に加え、個別計算として評価者自身が詳細なデータ収集と計算を

行って精度の高い LCCO2 を算出した場合、評価結果の一部とすることができることとしています。具体的には、

評価結果表示シートの「2-2 ライフサイクル CO2 （温暖化影響チャート）」に計算値と、緑星による表示がされま

す。なお、個別計算の結果は、「LR-3 1.地球温暖化への配慮」および BEEには反映されません。 

LCCO2を個別計算によって求めた場合、以下の点に留意してください。 

（1） 評価者はメインシートにおいて、１）概要入力②評価の実施の「LCCO2 計算」の欄で「個別計算」をプル

ダウンメニューから選択します。 

（2） LCCO2 の算定条件については、これを明記します。評価ソフトにおいては、「LCCO2 算定条件シート

（個別計算）」に算定条件を入力します。 

（3） LCCO2 の個別計算値は「LCCO2 算定条件シート（個別計算）」に評価者自身が入力します。建設段

階、修繕・更新・解体段階、運用段階の各段階について、「参照値」（基準となる建物＝全ての評価項

目でレベル３相当）と「評価対象」の CO2排出量を kg-CO2/年㎡で入力します。 

（4） 個別計算を用いた場合のライフサイクル CO2（温暖化影響チャート）については、グラフの背景が着色

表示され、標準計算での結果でないことがすぐに判別できるようにしています。 

 

なお、オフサイト手法の計算に関する詳細は CASBEE-建築（新築）評価マニュアル（2016 年版）PARTⅢを

参照してください。 

 

 

 

  

2-2 ライフサイクルCO2 (温暖化影響チャート）

標準計算

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般
的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安
で示したものです

1

2

3

4

5
Q2 サービス性能

Q3 室外環境
(敷地内)

LR3 
敷地外環境

LR2 資源・

マテリアル

LR1 
エネルギー

Q1　
室内環境①参照値

30%: ☆☆☆☆☆  60%: ☆☆☆☆  80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆  100%超: ☆

（ kg-CO2/年・m2 ）

②建築物の取組み

③上記+②以外の

　オンサイト手法

0 40 80 120 160

建設 修繕・更新・解体 運用 オンサイ ト オフサイ ト

100%

86%

79%

79%
④上記+

　オフサイト手法

2-2 ライフサイクルCO2 (温暖化影響チャート）

個別計算

このグラフは、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイク

ルCO2 排出量を評価者自身の計算（個別計算）により算出した
結果を示しています。LCCO2の算定条件等については、「LCCO2

算定条件シート（個別計算）」を参照されたい

1

2

3

4

5
Q2 サービス性能

Q3 室外環境
(敷地内)

LR3 
敷地外環境

LR2 資源・
マテリアル

LR1 
エネルギー

Q1　
室内環境①参照値

30%: ☆☆☆☆☆  60%: ☆☆☆☆  80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆  100%超: ☆

（ kg-CO2/年・m2 ）

②建築物の取組み

③上記+②以外の

　オンサイト手法

0 40 80 120 160

建設 修繕・更新・解体 運用 オンサイ ト オフサイ ト

100%

69%

56%

44%
④上記+

　オフサイト手法
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13. 重要項目への配慮シート 

※場合により入力します 

 

CASBEE 神戸の重要項目である「バリアフリー計画」「建築物の耐震性等」「まちなみ・景観への配慮」の 3 項

目で、レベルが3を超えるものについては、その取組みの概要を簡潔に記述してください。記述内容は、CASBEE

神戸 ver.3の評価結果表示シートに自動転記されます。 

「その他」の欄には、「Q1」～「LR3」において評価されない「その他」の環境配慮の取り組みを記載します。 

 

 

 

◆CASBEE神戸の重要項目 

「バリアフリー計画」「建築物の耐震性等」「まちなみ・景観への配慮」の 3つの重要項目に関わる CASBEE 神

戸の評価項目は、「評価結果表示シート」において風見鶏で示されています。 

 

 

取組みの概要を簡潔に記述 
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第四編 すまいの環境性能表示の表示方法 

 

1. すまいの環境性能表示の概要 

 

CASBEE 神戸の評価結果等に基づき、表示基準に準拠して、対象となる特定集合住宅の環境性能を表示し

ます。CASBEE 神戸の評価に加えて、入力シート（p.36）に必要項目を記入すると、自動的に結果シート（p.37）

に対象となる特定集合住宅の環境性能表示及び表示された各項目の評価内容が示されます。 

 

(1) 総合評価 

CASBEE 神戸の環境性能ランクをあじさいの数で５段階表示します。これにより、住宅の品質や外部に与える

環境負荷など、総合的な環境性能がわかります。 

 

 
S 素晴らしい 

 
A 大変良い 

 
B+ 良い 

 
B- やや劣る 

 
C 劣る 

 

(2) 特に重要な環境性能の項目 

CASBEE 神戸の評価結果に基づく環境性能を葉っぱの数で 5 段階表示、太陽光発電利用を太陽マークで

表示します。それぞれ以下のような環境性能がわかります。 

① 地球温暖化への配慮 地球温暖化の原因と考えられている CO2排出量削減の程度 

② 建物の断熱で省エネ 住宅の外壁の断熱性等による省エネルギー性能 

③ 住む人の安全・安心 健康やバリアフリー、防犯等の日常生活への気遣いや地震時の安全性 

④ 緑と街並みへの配慮 建物や敷地の緑化の程度や周辺の街並みへの配慮 

⑤ 太陽光発電の利用  太陽光発電による太陽光の利用があること 

 

◆①～④の項目の構成詳細 （詳しくは「8. 特に重要な環境性能の採点基準」（p.43）を参照） 

項目 評価内容 評価に活用する CASBEEの項目等 

① 地球温暖化への配慮 地球温暖化の原因と考えられている二

酸化炭素の排出量削減の程度 

・LR3.1 「地球温暖化への配慮」 

② 建物の断熱で省エネ 住宅の外壁の断熱性を高める等による

省エネルギー性能 

・LR1.3 「設備システムの高効率化」 

③ 住む人の安全・安心 健康やバリアフリー、防犯等の日常生

活への気遣いや地震時の安全性 

S（以下の組み合わせ） ※１ 

・Q1.1「音環境」 
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・Q1.2「温熱環境」 

・Q1.4.1「発生源対策」 

・Q1.4.2「換気」 

・Q2.1.1.3「バリアフリー計画」 

・Q2.2.１「耐震・免震・制震・制振」 

・Q2.2.4「信頼性」 

・性能表示 9-1 高齢者等配慮対策等級

（専用部分） 

・性能表示 10-1 開口部の侵入防止対

策 

・兵庫県防犯優良マンション認定基準 

④ 緑と街並みへの配慮 建物や敷地の緑化の程度や周辺の街

並みへの配慮 

G（以下の組み合わせ）※２ 

・Q3.2「まちなみ・景観への配慮」 

・「神戸市建築物等における環境配慮の

推進に関する条例」の緑化基準 

 

※１ S（③住む人の安全・安心の評価レベル）の構成 

神戸市が設定した重み係数を用い、次の計算式によって算出されます。 

S＝S1＊0.5＋S2＊0.25＋S3＊0.25 

住む人の安全・安心の内容 重み係数 CASBEE神戸の項目 

S１ 地震に耐える 0.5 Q2.2.1*0.72＋Q2.2.4*0.28 

S２ 犯罪に備える 0.25 独自基準 

S３ 健康への配慮 0.25 H1＊0.25 

＋H2＊0.25 

＋H3＊0.25 

＋H4＊0.25 

健康への配慮の内容 重 み

係数 

CASBEE神戸 

の項目 

H 1 住戸内の静かさ 0.25 Q1.1 

H 2 暑さ・寒さの緩和 0.25 Q2.1 

H 3 良好な空気質環

境 

0.25 Q1.4.1*0.5 

+Q1.4.2*0.5 

H 4 バリアフリーの配慮 0.25 Q2.1.1.3＊0.5 

＋独自基準 
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※２ G（④緑と街並みへの配慮の評価レベル）の構成 

神戸市が設定した次の計算式によって算出されます。 

G＝G1＋G2 但し、Gは最大で５とする 

緑と街並みへの配慮の内容 CASBEE神戸の項目と評価点 

Ｇ１ 敷地内の緑化 「敷地内の緑化」 

レベル１ １ポイント 

レベル２ ２ポイント 

レベル３ ３ポイント 

レベル４ ４ポイント 

レベル５ ５ポイント 

  

Ｇ2 街並みへの配慮 Q3.2「まちなみ・景観への配慮」の「評価する取り組み」等の有無 

有り １ポイント 

なし ０ポイント 
 

 

(３) ソフトのバージョンとコード番号 

使用する CASBEE 神戸のバージョン（現在は ver.3）と、当該特定集合住宅の物件コード番号（受付番号）を

表示します。物件コード番号は届出受理時に市からそれぞれの物件に付与されます。 
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すまいの環境性能表示 入力シート＜集合住宅＞（例） 
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すまいの環境性能表示 結果シート（例） 
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2. 表示の作成方法 

 

(1) 様式 

表示は、CASBEE 神戸の評価ソフトに表示される評価結果を元に、表示基準に従って作成いただくか、評価

ソフトのすまいの環境性能表示結果シートに出力された画像（パソコンの動作環境によって、正しく表示されないこ

とがあります）をご活用ください。 

 

【カラー・集合住宅】 

 

【白黒・集合住宅】 

 

また、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物のエネルギー性能の表示とすまい

の環境性能表示を並べて表示する場合は、次の簡易な表示様式（簡易ラベル）を用いることができます。 

なお、簡易ラベルを用いる場合は、その右端に CASBEE 神戸のすまいの環境性能表示結果シートを容易に閲

覧できるウェブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）を表示する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

【カラー・集合住宅／戸建】 

 

 

 

 

 

【白黒・集合住宅／戸建】 

 

（広告に簡易ラベルを用いる場合のイメージ） 

①法に基づくエネルギー性能の表示と簡易ラベルを並べて表示 

②すまいの環境性能表示結果シートを閲覧できるウェブサイト（QR等）を簡易ラベルに表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すまいの環境性能表示結果シート 

が掲載されているウェブサイト （閲覧）リンク 
①法に基づく表示（上）と簡易ラ

ベル（下）を並べて表示 

②ウェブサイトアドレス（QR等） 

② 
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 (2) 色指定 

 カラーの場合（４色分解による色指定） 白黒の場合 

全
体 

枠／文字（緑） 

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

文字（白） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

戸建住宅・集合住宅の表示背景 

（C:0％, M:65％, Y:65％, K:0％） 

住宅及び神戸の街並みのイラスト 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

枠／文字（黒） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

文字（白） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

戸建住宅・集合住宅の表示背景 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

住宅及び神戸の街並のイラスト 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

総
合
評
価 

総合評価の表示背景 

（C:10％, M:0％, Y:20％, K:0％） 

総合評価の見出し背景 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

あじさいの花（青） 

（C:65％, M:10％, Y:0％, K:0％） 

あじさいの花（薄青） 

（C:30％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

あじさいの葉っぱ（濃） 

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

あじさいの葉っぱ（薄） 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

総合評価の表示背景 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:15％） 

総合評価の見出し背景 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

あじさいの花（濃） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

あじさいの花（白） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

あじさいの葉っぱ（濃） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:40％） 

あじさいの葉っぱ（薄） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:30％） 

特
に
重
要
な
環
境
性
能 

塗りのある葉っぱの輪郭 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

葉っぱの色／塗りのない葉っぱの輪郭／標準の

点線 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

標準の文字  

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

塗りのある葉っぱの輪郭 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

葉っぱの色／塗りのない葉っぱの輪郭／標準の点

線 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

標準の文字  

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

太
陽
光
発
電 

太陽のイラスト 

（C:0％, M:65％, Y:65％, K:0％） 

太陽光発電の文字 

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

太陽光発電のイラスト 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

太陽光発電の文字 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

※簡易ラベルを作成する場合にも当色指定の基準に準拠する必要があります。 
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(3) サイズ及び文字 

広告に表示する場合のサイズは縦 37mm 以上（簡易ラベルの場合は縦 18mm 以上）横 60mm 以上、工事

現場に表示する場合のサイズは、縦 185mm 以上（簡易ラベルの場合は縦 93mm 以上）横 300mm 以上にし

なければなりません。 

 

 

※簡易ラベルを作成する場合にも当サイズ及び文字の基準に準拠する必要があります。 

 

 

(4) 留意事項 

それぞれの項目などを変更することはできません。 

 

【変形してはならない】 

 

【構成要素を並べ替えてはならない】 

 

【書体を変えてはならない】 

 

【構成要素の一部をとってはならない】 

 

  

HG丸ゴシックM-Pro 9.5P 

HGPゴシック E 5.5P  

HG丸ゴシックM-Pro 4.8P 

 

HGPゴシック E 7P 

HG丸ゴシックM-Pro 8P 

HG丸ゴシックM-Pro 6P 

HG丸ゴシックM-Pro 6.3P 

HG丸ゴシックM-Pro 4.5P 

HG丸ゴシックM-Pro 6P 

HGPゴシック E 5P 

  

 

  
 

    

広告の場合 60mm

 

広告の場合 37mm以上 
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3. 広告等への表示 

 

(1) 広告等への表示 

特定集合住宅建築主がすまいの環境性能表示を表示するものは以下のとおりです。 

市民へ適切な情報提供を行うため、広告等に表示を掲載する前に届出窓口まで事前相談をお願いいたしま

す。（条例に基づく表示の届出は広告掲載後です。） 

 

◆特定集合住宅建築主が表示しなければならない広告等 

（1） 特定集合住宅の新築等に係る工事の期間中、当該工事の現場の板塀その他これに類する仮囲い等の見や

すい場所に１箇所以上。 

（2） 特定集合住宅の販売や賃貸を目的とする広告（間取図が表示されるものに限る。）で以下に掲げるもの 

① 新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載される広告（当該広告の掲載される

面積が A4サイズ（62,370㎜ 2）以下であるものを除く。）の見やすい場所に１箇所以上。 

② 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録をいう。）を電子計算機による情報処理の用に供する方法によって表示する広告（インターネッ

トを利用して表示するものを含む。）の見やすい場所に１箇所以上。 

 

特定集合住宅建築主による上記以外の広告等への掲載は自由です。すまいの環境性能表示を構成する文

字，記号等は鮮明であり，かつ容易に識別できるものとしてください。 

また、要綱に基づき任意で表示を行う集合住宅等や戸建住宅（「特定表示住宅」という。）については、建築主

（「特定表示建築主」という。）は表示する広告等を自由に選択することができます。本編に示す特定集合住宅に

おける表示に関するルールに準じて、表示を行ってください。 

 

◆広告面積の算出方法 

1. 広告の面積は，一つの広告に特定集合住宅の広告とその他の建築物の広告（以下「他の広告」という。）が

掲載されている場合は，当該特定集合住宅の広告に係る面積とします。 

2. 特定集合住宅の広告と他の広告とが明確に区分されていない場合は，特定集合住宅の広告と他の広告そ

れぞれにおいて，隣接する側に最も近い文字，数字，記号，イラスト及び写真等の隣接する側の端と端の中

間の位置を広告の境界として，面積を算出します。 

3. 2 の場合で隣接する広告がない場合は、特定集合住宅の広告に一番近い広告の端を基準として広告の面

積を算出します。 

 

◆同一敷地内の複数棟を同一の広告に掲載する場合 

同一敷地内にある複数の特定集合住宅を仮囲い等及び広告に掲載する場合は，特定集合住宅ごとにすまい

の環境性能表示を表示するものとし，特定集合住宅と当該環境性能表示との関係が分かるように表示してくださ

い。ただし，同一の表示内容の特定集合住宅が複数ある場合，同一の表示内容の特定集合住宅については一

つのすまいの環境性能表示によることができるものとします。この場合、対象となる複数の特定集合住宅と環境性

能表示との対応関係が分かるよう、対象となる住宅名などを環境性能表示の隣接した箇所にわかりやすく表示す

るなどしてください。 
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◆同一マンション内で、一部の住戸で評価があてはまらない場合の取扱い 

すまいの環境性能表示では、集合住宅の場合、一つの棟の代表的な住戸について評価を行っています。この

ため、すまいの環境性能表示の評価結果が当てはまらない住戸がある場合は、該当する項目を示して、下記の

要領で表示と隣接した箇所にその旨をわかりやすく表示してください。 

（例） 「○○○○○」の評価については、一部の住戸で該当しないものがあります。 

 

(2) 広告等以外への表示 

特定集合住宅建築主及び特定表示建築主による広告等以外への表示は自由です。正しい表示を行うととも

に、視認性に配慮してください。 

（広告等以外の例）展示パネル、足場、垂れ幕など 

 

(3) 表示における留意点 

すまいの環境性能表示は神戸市が認証を与えるものではなく、特定集合住宅建築主及び特定表示建築主の

自主的な環境配慮への取組結果を表示するものです。このため、表示にあわせて以下の例に示すような表記は

行わないでください。 

（例） 

・ 「神戸市の認定を受けた」と同様の表現 

・ 「神戸市から高い評価を受けた」と同様の表現 

・ 「○評価を取得（獲得）」と同様の表現 

CASBEE は設計仕様による予測評価であるため、評価結果は竣工後３年間有効とされています。このため表

示についても同様に取り扱います。 

 

4. 届出の手続き 

 

(1) 特定集合住宅（条例に基づく表示義務のあるもの）の場合 

特定集合住宅については、第一編「CASBEE 神戸に関する届出」の「3.届出対象」～「8.届出様式」の内容に

沿って、届出及び表示を行ってください。（手続きフロー①：広告等を行う場合を参照） 

 

(2) 特定表示住宅（条例に基づく表示義務はないが、要綱に基づいて任意で表示するもの）の場合 

特定表示住宅についても、特定集合住宅の手続きに準じて届出及び表示を行ってください。 

広告等を行わない特定表示住宅は、設計者から建築主に当該住宅のすまいの環境性能表示が提出されたこ

とをもって表示されたとみなしますので、表示に係る届出にあたってはその写しを添付してください。（手続きフロー

②：広告等を行わない場合を参照） 

※一戸建て住宅の場合、「建築物総合環境計画書」（様式第 1号）第 2面の用途及び用途別床面積の欄には、

空白部分に「戸建住宅（○○○㎡：当該用途の届出部分床面積）」と直接記入してください。 

 

いずれの場合も届出された内容は、第一編「CASBEE 神戸に関する届出」の「7.公表について」のとおり、市が

確認した後に市のホームページ等で公表します。また、すまいの環境性能表示を行った特定集合住宅について

は、工事完了後に現場確認を行うことがありますので、円滑な実施にご協力をお願いいたします。 
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【手続きフロー①：広告等を行う場合】 

 買主又は賃借人 販売等を行う建築主等 神戸市 

計

画

段

階 

   

工

事

完

了 

   

 

【手続きフロー②：広告等を行わない場合】 

 建築主 設計者 神戸市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

変更内容の確認 

表示内容及び表示した旨の

HP公表 

変更内容の確認 

概要・評価の HP公表 

内容の確認 

表示内容及び表示した旨の

HP公表 

 届出 

表示の実施 届出 

表示の交付 表示の作成 

 届出 

変更工事着手の 15日前まで 

 

表示の実施 届出 

最初に表示をした

日から 15日以内 

 

表示の交付 表示の作成 

計画変更の場合 

建築物総合環境計画書の作成 

建築物総合環境計画書の作成 

確認申請の 21日前まで 

建築主へ

の説明 

 

建築主へ

の説明 

 

内容の確認 

概要・評価の HP公表 

最初に表示をした

日から 15日以内 

 

変更内容の確認 

表示内容及び広告した旨の

HP公表 

建築物総合環境 

計画書の作成 

内容の確認 

概要・評価の HP公表 

届出 

表示(仮囲い・広告) 

の実施 
内容の確認 

表示内容及び広告した旨の

HP公表 

届出 

最初に広告表示をした

日から 15日以内 

広告媒体入手 

変更内容の確認 

概要・評価の HP公表 

届出 

表示(仮囲い・広告) 

の実施 届出 
広告媒体入手 

最初に広告表示をした

日から 15日以内 

 

現場確認 

完了した旨のHP公表 

届出 

計画変更の場合 

買主等へ

の説明 

 

買主等へ

の説明 

 

確認申請の

21日前まで 

建築物総合環境 

計画書の変更 変更工事着手 

の 15日前まで 

工事完了届 

の作成 
工事が完了をした 

日から 15日以内 
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工

事 

完 

了 

   

 

5. 販売等受託者の責務 

 

特定集合住宅建築主及び特定表示建築主が、特定集合住宅及び特定表示住宅の広告、販売若しくは媒介

を委託する場合は、販売等受託者にすまいの環境性能表示を行わせてください。また、販売等受託者は、すまい

の環境性能表示の実施に協力してください。 

 

6. 説明すべき事項 

 

すまいの環境性能表示が表示された住宅を購入、賃貸しようとする人に対しては、市が発行するパンフレットな

どを活用しながら、すまいの環境性能表示に関する下記の事項について説明に努めてください。 

 

① すまいの環境性能表示は、市の条例に基づく表示であること 

② 表示内容は、建築物総合環境計画書に基づいた建築主の自己評価であること 

③ 計画の概要や表示の詳細は、神戸市のホームページに掲載されていること 

④ 表示の内容と評価の意味 

⑤ 代表的な住戸や最も数の多い住戸について行った評価であること 

→同一住宅内で表示の評価結果が当てはまらない住戸がある場合は、該当する項目等を伝える 

⑥ 評価は届出時点のものであり、建物完成までに変更される可能性があること 

→計画変更により表示を変更した場合は、その変更内容を伝える 

⑦ 複合建築物においては「住宅以外の部分を含めて評価」したものであること 

→住宅と店舗等を併用した複合建築物では、住宅部分のみの評価するのではなく、店舗等の部分も含めて

評価されていることを伝える 

 

7. その他の留意点 

 

(1) 宅地建物取引業法の重要事項説明との関係 

すまいの環境性能表示の内容は、宅地建物取引業法が定める重要事項説明には該当しません。しかし、条例

及び要綱では、特定集合住宅及び特定表示住宅を購入又は賃貸しようとする人への説明を求めています。 

 

(2) 適正な表示 

条例及び要綱の関係規定、不当景品類及び不当表示防止法、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協

議会不動産の表示に関する公正競争規約など、関係法令等を遵守して、適正な表示を行ってください。 

 

(3) 対象以外の住宅の取扱い 

条例又は要綱に基づく手続きを行わなければ表示を行うことはできません。また、本表示と誤認を招くような表

現場確認 

完了した旨の HP公表 

 届出 
工事完了届の作成 

工事が完了をした日から 15日以内 



CASBEE神戸 ver.3 

第四編 すまいの環境性能表示の表示方法 

 

45 

示はできません。 

 

8. 特に重要な環境性能の採点基準 

 

 

 

特に重要な環境性能の基準 

①  地球温暖化への配慮 

LR3.1 地球温暖化への配慮 のレベルを用います。 

 

② 建物の断熱で省エネ 

LR1.3 設備システムの高効率化のレベルを用います。 

 

③ 住む人の安全・安心（S） 

 

レベル 基準 

レベル１ 

～ 

レベル５ 

本項目のレベルは、安全・安心に係る以下の項目の合計により、小数点以下第１位まで算出し、

表示基準に基づいてあらわされる。 

 

S（安全・安心） 

＝S１（地震に耐える）×0.5＋S2（犯罪に備える）×0.25 

＋S3（健康への配慮）×0.25 

 

S1 地震に耐える 

 

レベル 基準 

レベル１～ 

レベル５ 

本項目のレベルは、以下のとおり算出する。 

 

S1（地震に耐える）＝Q2.2.1 耐震・免震・制震・制振×0.72＋Q2.2.4 信頼性×0.28 

 

S2 犯罪に備える 

下表のレベルを用います。 

レベル 基準 

レベル１ 特に対策なし 

レベル２ （該当するレベルなし） 

レベル３ 

侵入の可能な規模の開口部のうち、住戸の出入口．地面から開口部の下端までの高さ

が２ｍ以下、又は、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から開口部の下端までの

高さが２ｍ以下であって、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当該開口

部までの水平距離が 0.9 ｍ 以下であるもので、侵入防止対策上何らかの措置が採られ

ている。 
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レベル４ 

侵入の可能な規模の開口部のうち、住戸の出入口．地面から開口部の下端までの高さ

が２ｍ以下、又は、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から開口部の下端までの

高さが２ｍ以下であって、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当該開口

部までの水平距離が 0.9 ｍ 以下であるもので、侵入防止対策上有効な措置が採られて

いる。 

レベル５ 「兵庫県防犯優良マンション認定」を受けるもの 

 

□解説 

CASBEE 戸建―新築と同様に、日本住宅性能表示基準（品確法）「10-1 開口部の侵入防止対策」の基準

をベースにレベルを設定しています。 

 

語句の説明 

【侵入の可能な規模の開口部】 

住戸の内部に通ずる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な

開口部をいう。 

ａ 長辺が 400mm、短辺が 250mmの長方形 

ｂ 直径 400mm、短径 300mmの楕円 

ｃ 直径が 350mmの円 

 

【侵入防止対策上有効な措置】 

下表の(い)項に掲げる開口部の種類に応じ、(ろ)項に掲げるいずれかの対策が講じられているものをいう。なお、

(ろ)項の対象部品は、「官民合同会議」が制定したＣＰマーク表示の建物部品と置き換えて読むことができる。 

 

【侵入防止対策上何らかの措置】 

上記の「侵入防止対策上有効な措置」には当たらないが、通常の鍵を２箇所に設置するなどの防犯上ある程

度有効と考えられる措置をいう。 

 

【ＣＰ部品】 

官民合同会議が防犯建物部品の普及を促進するため、目録掲載品の製造者等が共通して使用することがで

きるよう制定した標章で、(公財)全国防犯協会連合会により、最新版がホームページで公開されている

（http://cp-bohan.jp/）。 

 

【兵庫県防犯優良マンション認定】 

認定主体 公益社団法人兵庫県防犯協会連合会 他 

手数料（検査込

み） 

延べ面積 5,000㎡以下で 15万円、1,000㎡超える毎に 1万円加算 

登録料 5万円（プレート込み） 

 

表 侵入防止対策上有効な措置が講じられた開口部 
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S３ 健康への配慮 

 

レベル 基準 

レベル１ 

～ 

レベル５ 

本項目のレベルは、健康への配慮に係る以下の項目の合計により、小数点

以下第１位まで算出し、表示基準に基づいてあらわされる。 

 

H（健康への配慮） 

＝H1（住戸内の静かさ）×0.25＋H2（暑さ・寒さの緩和）×0.25 

＋H3（良好な空気質環境）×0.25＋H4（バリアフリーへの配慮）×0.25 

 

ここで、H1～H4は以下の項目のレベルを用いることとする。 

 H1（住戸内の静かさ）：Q1.1 音環境 

 H2（暑さ・寒さの緩和）：Q1.2 温熱環境 

 H3（良好な空気質環境）： Q1.4.1 発生源対策 及び Q1.4.2 換気 の

レベルの平均 

 H4（バリアフリーへの配慮）：Q2.1.1.3 バリアフリー計画 及び 日本住宅

性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」の等級の値をレ

ベルとした場合の、レベルの平均 

 

□解説 

CASBEE 神戸の Q2.1.1.3 バリアフリー計画 は集合住宅の共用部分の評価に限定されているため、

CASBEE 戸建―新築と同様に専用部分の基準として、日本住宅性能表示基準（品確法）「9 高齢者等配慮対

策等級（専用部分）」の基準をベースにレベルを設定している。 

 

＜参考＞ 日本住宅性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」 

等級 基準内容 

等級５ 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられてお

り、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にす

ることに特に配慮した措置が講じられている。 

等級４ 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介

助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすること

に配慮した措置が講じられている。 

等級３ 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、

介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措

置が講じられている。 

等級２ 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている。 

等級１ その他 
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④ 緑と街並みへの配慮（G） 

 

レベル 基準 

レベル 1 

～ 

レベル 5 

本項目のレベルは、緑と街並みに係る以下の項目の合計により、以下のとおり算出し、表示基

準に基づいてあらわされる。（ただし、Gの上限は 5 とする。） 

 

G（緑と街並みへの配慮）＝G１（敷地内の緑化）＋G2（街並みへの配慮） 

 

G1 敷地内の緑化 

以下のレベルを用いる。 

レベル 基準 

レベル 1 レベル２を満たさない 

レベル２ 空地の面積の 20％以上を緑化しているもの 

レベル３ 空地面積の 30％以上、かつ屋上面積の 20％以上を緑化しているもの 

レベル４ レベル３を満たした上で、空地面積の 40％以上を緑化しているもの 

レベル５ レベル３を満たした上で、空地面積の 50％以上を緑化しているもの 

 

G2 街並みへの配慮 

下記の条件を満たすものは、右欄のレベルを加点する。（加点の適用はいずれかの一方とする。） 

加点条件 A 

１）Q3.2 まちなみ・景観への積極的な配慮 の評価する取組み１）に

該当する。 

２）Q3.2 まちなみ・景観への積極的な配慮 の評価する取組み２）に

該当する。 

１）かつ２）に該当す

れば１レベル加点 

加点条件 B ３）地域の景観計画等に基づいた取組みを行っている。 １レベル加点 

 

□解説 

レベル３は神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例に基づくの緑化基準で義務付けられている

数値を参考に設定している。空地面積、屋上面積の定義、計算は同条例の運用に準ずる。 

 

加点条件の１）２）については、CASBEE-建築（新築）評価マニュアル（2016 年版）の Q3.2 まちなみ・景観へ

の配慮を参照のこと。加点条件 Bの３）については、下表のいずれかに該当するもので、景観ルールを遵守してい

るものを想定している。 
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地域の景観計画等 神戸市内の地区数（H29.9 現在） 

景観計画区域（景観法） ７地区 

都市景観形成地域等（神戸市都市景観条例） 7地区 

景観形成市民協定（神戸市都市景観条例） ９地区 

伝統的建造物群保存地区（文化財保護法） １地区 

風致地区（都市計画法） １０地区 

景観形成指定建築物（神戸市都市景観条例） 建物別（大規模建築物） 

景観形成重要建築物（神戸市都市景観条例） 建物別（21棟） 

 

⑤  太陽光発電の利用 

太陽光発電設備を設置する計画があれば加点する。（計画書シートにおいて、自然エネルギー利用量のうち太

陽光発電分の数値入力が必要。） 
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資料編 

1. 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例 

（平成 24年 3月神戸市条例第 45号） 抜粋 

第２章 建築物等における環境配慮の措置 

（建築物総合環境配慮指針の策定及び公表） 

第７条 市長は，建築物における新築，改築，増築その他規則で定める行為（以下「新築等」という。）に関して，

建築物等による環境への負荷の低減を図るため，建築物等における環境配慮の総合的な評価を行うための

指針（以下「建築物総合環境配慮指針」という。）を定め，これを公表するものとする。 

（市有建築物等における環境配慮） 

第８条 市は，特定建築物（建築物のうち規則で定める規模のものをいう。以下同じ。）の新築等をしようとする場

合は，当該特定建築物についての，建築物総合環境配慮指針に基づく建築物等における環境配慮の評価

（以下「環境配慮の評価」という。）の結果が建築物総合環境配慮指針で定める基準以上のものとなるように努

めるものとする。 

（届出及び公表）  

第９条 特定建築物の建築主（以下「特定建築主」という。）は，特定建築物の新築等をしようとするときは，その

旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の届出を行う者は，建築物総合環境配慮指針に基づいて新築等をしようとする特定建築物における環

境配慮の評価を行い，かつ，次に掲げる事項を記載した計画書（以下「建築物総合環境計画書」という。）を作

成し，届出を行う際に，これを市長に提出しなければならない。 

  (1)  特定建築主の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 (2) 特定建築物の名称及び所在地 

 (3)  設計者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 (4) 特定建築物の概要 

 (5) 環境配慮の評価 

 (6) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項 

３ 第１項の規定による届出は，特定建築物の新築等に係る工事に着手する日前の範囲において規則で定める

日までに行わなければならない。 

４ 市長は，第１項の届出があったときは，その旨及び第２項の規定により提出された建築物総合環境計画書の

概要を，規則で定めるところにより，公表するものとする。 

（建築物総合環境計画書の変更）  

第10条 前条第１項の届出をした特定建築主は，特定建築物の新築等に係る工事が完了する前に同条第２項

第１号から第３号まで又は第６号に掲げる事項に変更が生じた場合は，規則で定めるところにより，その旨を当

該事項の変更後速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 前条第１項の届出をした特定建築主は，特定建築物の新築等に係る工事に着手する前において同条第２項

第４号又は第５号に掲げる事項を変更したときは，規則で定めるところにより，当該変更があった旨を届け出

て，かつ，建築物総合環境計画書の変更内容を書面により提出しなければならない。この場合において，変更

があった旨の届出及び変更内容の書面の提出は，特定建築物の新築等に係る工事に着手する日前の範囲に

おいて規則で定める日までに行われなければならない。 

３ 市長は，前２項の届出があったときは，その旨及び建築物総合環境計画書の変更の概要を，規則で定めると

ころにより，公表するものとする。 
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（建築物等における環境配慮の指導等） 

第11条 市長は，第９条第１項又は前条第２項の規定による届出があった場合において，当該届出に係る特定

建築物における環境への負荷の低減その他の措置を効果的に講ずるために必要があると認めるときは，これら

の届出をした者に対し，必要な指導又は助言を行うことができる。 

（工事完了の届出） 

第12条 特定建築主は，特定建築物の新築等に係る工事が完了したときは，規則で定めるところにより，完了し

た日後の範囲において規則で定める日までに，その旨を市長に届け出なければならない。  

２ 市長は，前項の規定による届出があったときは，その旨を，規則で定めるところにより，公表するものとする。 

 （特定建築主に対する勧告） 

第13条 市長は，特定建築主が第９条第１項，第10条第１項若しくは第２項又は前条第１項の規定による届出を

せず，又は虚偽の届出をしたときは，当該特定建築主に対し，必要な措置を講ずべきことを勧告することができ

る。 

（表示基準の策定及び公表）                              

第14条 市長は，特定建築物のうち，その全部又は一部を共同住宅，寄宿舎又は下宿（第18条において「集合

住宅等」という。）の用途に供する建築物であって，当該用途に供する部分の販売又は賃貸を目的とするもの

（以下「特定集合住宅」という。）における環境配慮の評価を表記した標章（以下「すまいの環境性能表示」とい

う。）の様式，表示の方法その他の事項に関する基準（以下「表示基準」という。）を定め，これを公表するものと

する。 

（すまいの環境性能表示の表示）                          

第15条 第９条第１項の届出をした者のうち，特定集合住宅の新築等をする者（以下「特定集合住宅建築主」と

いう。）は，特定集合住宅の新築等に係る工事の期間中，当該工事の現場の見やすい場所に，表示基準に基

づきすまいの環境性能表示を表示しなければならない。 

２ 特定集合住宅建築主は，第９条第１項の届出に関して新築等をした特定集合住宅を販売すること又は賃貸

することを目的として広告（規則で定めるものに限る。次項において同じ。）を行う場合は，規則で定めるところに

より，表示基準に基づき，当該広告の中にすまいの環境性能表示を表示しなければならない。 

３ 特定集合住宅建築主は，第９条第１項の届出に関して新築等をした特定集合住宅を販売すること若しくは賃

貸すること又はこれらの行為を媒介することを他人に委託した場合は，その委託を受けた者（以下「販売等受

託者」という。）がその販売又は賃貸を目的として広告を行うときに当該広告の中にすまいの環境性能表示が

表示されるよう必要となる措置を講じなければならない。  

４ 販売等受託者は，前項の広告を行うときは，当該広告の中にすまいの環境性能表示が表示されるよう特定

集合住宅建築主に協力しなければならない。 

（すまいの環境性能表示の広告への表示に係る届出） 

第16条 特定集合住宅建築主は，前条第２項の規定により広告の中にすまいの環境性能表示を表示した場合

又は同条第３項の規定により販売等受託者によって広告の中にすまいの環境性能表示が表示された場合は，

その最初の表示がなされた日から起算して規則で定める日数を経過する日までに，規則で定めるところにより，

その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の届出があったときは，その旨を，規則で定めるところにより，公表するものとする。 

（すまいの環境性能表示の表示内容の変更）  

第17条 特定集合住宅建築主は，第15条第１項の規定によりすまいの環境性能表示の表示をした後にその表

示した内容に変更が生じたときは，速やかにその内容を変更して表記したすまいの環境性能表示を作成し，か
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つ，同項の規定により表示しなければならない。 

２ 特定集合住宅建築主は，第15条第２項又は第３項の規定により広告の中にすまいの環境性能表示を表示し

た後にその表示した内容に変更が生じた場合において，その内容を変更して表記したすまいの環境性能表示

を作成し，かつ，これらの規定により変更後のすまいの環境性能表示を広告の中に表示したとき（販売等受託

者によって環境性能表示が広告の中に表示されたときを含む。）は，変更後のすまいの環境性能表示につい

てその最初の表示が広告の中になされた日から起算して規則で定める日数を経過する日までに，規則で定め

るところにより，その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 前条第２項の規定は，前項の規定による届出があった場合について準用する。 

（特定集合住宅建築主等によるすまいの環境性能表示の説明）  

第18条 特定集合住宅建築主及びその販売等受託者（以下「特定集合住宅建築主等」という。）は，特定集合

住宅の集合住宅等の用途に供する部分の販売又は賃貸をしようとするときは，当該特定集合住宅の集合住

宅等の用途に供する部分を購入し，又は賃借しようとする者に対し，当該特定集合住宅に係るすまいの環境

性能表示の内容を説明するよう努めなければならない。 

（表示の制限） 

第19条 特定集合住宅建築主等でない者は，すまいの環境性能表示又はこれと紛らわしい標章（市長が特に認

めるものを除く。）を表示してはならない。 

（すまいの環境性能表示に係る指導等）  

第20条 市長は，特定集合住宅建築主等に対し，特定集合住宅について第15条第１項から第３項までの規定

による表示の的確な実施を確保するため，及び同条第４項の規定による表示に係る協力を行わせるため，必

要があると認めるときは，当該特定集合住宅のすまいの環境性能表示の表示について，必要な指導又は助言

を行うことができる。 

２  市長は，特定集合住宅建築主等に対し，特定集合住宅について第18条の規定による説明の的確な実施を

確保するため必要があると認めるときは，当該特定集合住宅におけるすまいの環境性能表示の内容の説明に

ついて，必要な指導又は助言を行うことができる。 

（特定集合住宅建築主等に対する勧告） 

第21条 市長は，特定集合住宅建築主が，第16条第１項又は第17条第２項の規定による届出をせず，又は虚

偽の届出をしたときは，当該特定集合住宅建築主に対し，必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

２ 市長は，特定集合住宅建築主等が，前条第１項の規定による指導又は助言に従わず，かつ，第15条第１項

から第３項までの規定による表示が表示基準に照らして著しく不十分であると認めるときは，当該特定集合住

宅建築主等に対し，必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

第４章 補則 

（検査）  

第28条 市長は，この条例の規定の施行に必要な限度において，その職員に，建築物等又は建築工事現場に

立ち入り，建築物等その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（違反事業者名等の公表） 

第29条 市長は，第13条の規定による勧告に従わない特定建築主，第21条の規定による勧告に従わない特定

集合住宅建築主等又は第26条の規定による勧告に従わない者があるときは，その旨及び勧告に従わない者
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の氏名又は名称を公表することができる。 
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2. 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則 

（平成 24年 6月神戸市規則第 13号） 抜粋 

（建築物総合環境配慮指針の対象となる行為） 

第３条 条例第７条に規定する規則で定める行為は，建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 

（特定建築物となる建築物の規模） 

第４条 条例第８条に規定する規則で定める規模は，次の各号に掲げる建築物の区分に応じ，それぞれ当該各

号に定める規模とする。 

(1) 新築を行う建築物 １の建築物における延べ面積が2,000平方メートル以上 

(2) 改築，増築，大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この号において「改築等」という。）を行う建築物 １

の建築物における当該改築等を行う部分に係る床面積の合計が2,000平方メートル以上 

（建築物総合環境計画書） 

第５条 条例第９条第２項に規定する計画書は，様式第１号による建築物総合環境計画書及び次条に定めると

ころによらなければならない。 

第６条 条例第９条第２項第４号の特定建築物の概要を建築物総合環境計画書に記載する場合においては，

次の各号に掲げる事項を，それぞれ当該各号に定める図書により示さなければならない。 

(1) 建築物の周辺の状況に関すること。 附近見取図 

(2) 建築物と敷地との位置関係に関すること（方位に関するものを含む。）及び建築物の敷地の高低差に関す

ること。 配置図 

(3) 建築物を各階について床面から一定の高さで水平に切断した場合における断面に関すること。 各階平面

図 

(4) 建築物の垂直面を平行投影したものに関すること。 立面図 

(5) 建築物を垂直の方向に切断した場合における断面に関すること。 断面図 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める事項 市長が特に必要があると認める図書 

（特定建築物の新築等に係る届出の期限） 

第７条 条例第９条第３項に規定する規則で定める日は，次の各号に掲げる届出を行う者の区分に応じ，それぞ

れ当該各号に定める日とする。 

(1) 次号に掲げる者以外の者 特定建築物の新築等に係る工事に着手する日の21日前の日 

(2) 特定集合住宅建築主 次に掲げる日の21日前の日 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき確認の申請書を

提出する日 

イ 法第６条の２第１項の規定による確認の申請を行う日 

ウ 法第18条第２項の通知を行う日 

（特定建築物の新築等に係る届出があった旨等の公表） 

第８条 条例第９条第４項の規定に基づく建築物総合環境計画書の概要の公表は，次に掲げる事項を公表する

ことによって行うものとする。 

(1) 特定建築主の氏名（法人にあっては，その名称及び代表者の氏名） 

(2) 特定建築物の名称及び所在地 

(3) 設計者の氏名（法人にあっては，その名称及び代表者の氏名） 

(4) 特定建築物の概要（第６条の規定により図書で示される部分を除く。） 

(5) 環境配慮の評価 
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(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が特に公表をする必要があると認める事項 

２ 条例第９条第４項の規定に基づく公表は，次に掲げる方法により行うものとする。 

(1) 条例第９条第４項の規定に基づく公表に係る書類を都市計画総局建築指導部建築安全課に備えて，一

般の閲覧に供する方法 

(2) インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法 

（建築物総合環境計画書の変更に係る届出） 

第９条 条例第10条第１項及び第２項の規定に基づく届出は，様式第２号による建築物総合環境計画書変更届

によらなければならない。 

２ 第６条各号に掲げる事項の変更があった場合において，条例第10条第２項の規定に基づく届出を行うときは，

当該変更の内容を第６条各号に定める図書により示さなければならない。ただし，変更の内容が同条各号に定

める図書と関係がない場合は，この限りでない。 

３ 条例第10条第２項に規定する規則で定める日は，特定建築物の新築等に係る工事に着手する日の15日前

の日とする。 

（建築物総合環境計画書の変更に係る届出があった旨等の公表） 

第10条 条例第10条第３項の規定に基づく公表については，第８条の規定を準用する。 

（工事完了の届出） 

第11条 条例第12条第１項の規定に基づく届出は，様式第３号による特定建築物工事完了届によらなければな

らない。 

２ 条例第12条第１項に規定する規則で定める日は，特定建築物の新築等に係る工事が完了した日から起算し

て15日を経過した日とする。 

（工事完了の届出があった旨の公表） 

第12条 条例第12条第２項の規定に基づく公表については，第８条第２項の規定を準用する。 

（すまいの環境性能表示の広告の中への表示） 

第13条 条例第15条第２項に規定する規則で定める広告は，次に掲げる広告（当該広告の中に特定集合住宅

の間取図が表示されるものに限る。）とする。 

(1) 新聞紙，雑誌，ビラ，パンフレットその他これらに類するものに掲載される広告（当該広告の掲載される面積

が62,370平方ミリメートル以下であるものを除く。） 

(2) 電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録をいう。以下同じ。）を電子計算機による情報処理の用に供する方法によって表示する広告（インター

ネットを利用して表示するものを含む。） 

２ 条例第15条第２項の規定による表示は，広告の中の見やすい場所になされなければならない。 

（すまいの環境性能表示の広告の中への表示に係る届出） 

第14条 条例第16条第１項の規定に基づく届出は，様式第４号によるすまいの環境性能表示届によらなければ

ならない。 

２ 前項のすまいの環境性能表示届には，次の各号に掲げるすまいの環境性能表示が表示された広告の区分に

応じ，それぞれ当該各号に定めるものを添付しなければならない。 

(1) 前条第１項第１号に掲げる広告 当該広告又はその写し 

(2) 前条第１項第２号に掲げる広告 当該広告に係る電磁的記録を用紙に出力したもの又は当該広告に係る

電磁的記録を電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）に複写したもの 

３ 条例第16条第１項に規定する規則で定める日数は，15日とする。 
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（すまいの環境性能表示の広告の中への表示に係る届出があった旨の公表） 

第15条 条例第16条第２項の規定に基づく公表については，第８条第２項の規定を準用する。 

（変更後のすまいの環境性能表示の広告の中への表示に係る届出） 

第16条 条例第17条第２項の規定に基づく届出は，様式第４号によるすまいの環境性能表示変更届によらなけ

ればならない。 

２ 前項のすまいの環境性能表示変更届には，次の各号に掲げる変更後のすまいの環境性能表示が表示され

た広告の区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるものを添付しなければならない。 

(1) 第13条第１項第１号に掲げる広告 当該広告又はその写し 

(2) 第13条第１項第２号に掲げる広告 当該広告に係る電磁的記録を用紙に出力したもの又は当該広告に

係る電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの 

３ 条例第17条第２項に規定する規則で定める日数は，15日とする。 

（変更後のすまいの環境性能表示の広告の中への表示に係る届出があった旨の公表） 

第 17条 条例第 17条第３項の規定に基づく公表については，第８条第２項の規定を準用する。 
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3. 建築物総合環境配慮指針 

（平成 24年 6月神戸市告示第 269号） 

制 定 平成 24年 6月 28日 

第１ 建築物の環境配慮事項  

(1) 建築主は，建築物を使用する者にとって重要な，室内環境及び室外環境，建築物の長寿命化のために必

要な維持管理のしやすさ及び耐久性など，建築物の環境品質及び性能の向上を図るため，次に掲げる項目を

実施するものとする。 

ア 室内環境の向上 

(ア) 音環境の向上 

(イ) 温熱環境の向上 

(ウ) 光・視環境の向上 

(エ) 空気質環境の向上 

イ サービス性能の向上 

(ア) 機能性の向上 

(イ) 耐用性及び信頼性の向上 

(ウ) 対応性及び更新性の向上 

ウ 室外環境（敷地内）保全・向上への配慮 

(ア) 生物環境の保全と創出 

(イ) まちなみ及び景観への配慮 

(ウ) 地域性及びアメニティへの配慮 

 

(2) 建築主は，建築物が敷地外に対して及ぼす大気汚染，騒音，エネルギー，資源消費及び廃棄物などによる

環境への影響の低減を図るため，次に掲げる項目を実施するものとする。 

ア エネルギー使用の合理化 

(ア) 建築物の熱負荷抑制 

(イ) 自然エネルギー利用 

(ウ) 設備システムの高効率化 

(エ) 効率的運用 

イ 資源の適正な利用 

(ア) 水資源保護 

(イ) 非再生性資源の使用量削減 

(ウ) 汚染物質含有材料の使用回避 

ウ 敷地外環境の保全 

(ア) 地球温暖化への配慮 

(イ) 地域環境への配慮 

(ウ) 周辺環境への配慮 
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第２．評価の基準 

条例第９条第２項又は神戸市すまいの環境性能表示実施要綱（平成 22 年 11 月制定）第３条第２項の規定

により行う環境配慮の評価は，市長が別に定める建築物の総合的な環境性能を評価する方法を用いるものとす

る。 

 

第３．市有建築物等における環境配慮 

 条例第８条の規定により，市は，新築等をしようとする特定建築物の環境配慮の評価の結果がＡ以上のものと

なるように努めることとする。 
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4. すまいの環境性能表示基準 

（平成 24年 6月神戸市告示第 270号） 

制 定 平成 24年 6月 28日 

（令和 6年 4月神戸市告示第 533号） 

制 定 令和 6年 1月 16日 

施 行 令和 6 年 4 月 1 日 

 

第１ すまいの環境性能表示の表示基準 

 すまいの環境性能表示は，条例第 15 条第１項に規定する特定集合住宅建築主が，建築物総合環境配慮指

針（平成 24年６月神戸市告示第 269号）で定める建築物の総合的な環境性能を評価する方法（以下「CASBEE

神戸」という。）で得られる評価に基づき，別表に掲げる基準により行う。 

 

第２ すまいの環境性能表示の様式 

様式１から様式 3までのとおりとする。 

 

第３ すまいの環境性能表示の表示方法の基準 

(1) すまいの環境性能表示は，様式１により，工事の現場の板塀その他これに類する仮囲い等（以下「仮囲い

等」という。）の見やすい場所及び神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則（平成

24 年６月神戸市規則第 13 号。以下「規則」という。）第８条第１項に規定する広告に 1 箇所以上表示する

こととする。 

(2) すまいの環境性能表示を構成する文字，記号等は鮮明であり，かつ容易に識別できるものとすること。 

(3) 同一敷地内にある複数の特定集合住宅を仮囲い等及び広告に掲載する場合は，特定集合住宅ごとにす

まいの環境性能表示を表示するものとし，特定集合住宅と当該環境性能表示との関係が分かるように表示

すること。ただし，同一の表示内容の特定集合住宅が複数ある場合，同一の表示内容の特定集合住宅につ

いては一つのすまいの環境性能表示によることができるものとする。 

 

第４ 広告面積の算定基準（規則第８条第１項第１号関係） 

(1) 広告の面積は，一つの広告に特定集合住宅の広告とその他の建築物の広告（以下「他の広告」という。）

が掲載されている場合は，当該特定集合住宅の広告に係る面積とする。 

(2) 特定集合住宅の広告と他の広告とが明確に区分されていない場合は，特定集合住宅の広告と他の広告

それぞれにおいて，隣接する側に最も近い文字，数字，記号，イラスト及び写真等の隣接する側の端と端の

中間の位置を広告の境界として，面積を算出する。 

 

第５ 特定集合住宅以外の建築物に係るすまいの環境性能表示の表示 

 条例第 19 条において市長が特に認めるものとして，神戸市すまいの環境性能表示実施要綱（平成 22 年 11

月制定）の規定に基づき，特定表示建築主が特定表示住宅にすまいの環境性能表示を表示し，又は表示させる

場合は，この基準（第 3(1）を除く。)を準用するものとする。この場合において，「CASBEE 神戸」とあるのは

「CASBEE 神戸又は CASBEE 神戸―戸建」と，「特定集合住宅」とあるのは「特定表示住宅」と，「特定集合住

宅建築主」とあるのは「特定表示建築主」と読み替えるものとする。また特定表示住宅が一戸建て住宅である場

合は，様式１に代えて様式２を用いることとする。 
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第６ 建築物のエネルギー消費性能の表示との表示方法 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)に基づく建築物のエネ

ルギー消費性能の表示を行う場合は，様式１又は様式２に代えて，様式３を用いることができるものとする。

その場合，建築物のエネルギー消費性能の表示とすまいの環境性能表示は並べて表示することとする。 

 

別表 

CASBEE神戸による 

環境性能の評価結果 

すまいの環境性能表示 

表示項目 表示方法 

地球温暖化への

配慮のスコア値 

1.3未満 

地球温暖化へ

の配慮 

 

1.3以上 1.8未満  

1.8以上 2.3未満  

2.3以上 2.8未満  

2.8以上 3.3未満  

3.3以上 3.8未満  

3.8以上 4.3未満  

4.3以上 4.8未満  

4.8以上  

建物の断熱で省エ

ネのスコア値 

１ 

建物の断熱で

省エネ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

住む人の安全・安

心のスコア値 

1.3未満 

住む人の安全・

安心 

 

1.3以上 1.8未満 

 

1.8以上 2.3未満 

 

2.3以上 2.8未満 

 

2.8以上 3.3未満 

 

3.3以上 3.8未満 

 

3.8以上 4.3未満 

 

4.3以上 4.8未満 

 

4.8以上 

 

緑と街並みへの配

慮のスコア値 

１ 緑と街並みへ

の配慮 

 

２ 
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３ 

 

４ 

 

５ 

 

太陽光発電の利

用 

有 
太陽光発電  

無 （表示しない） 

建築物の環境効

率（BEE） 

C（BEE＜0.5） 

総合評価※ 

 

B－（0.5≦BEE＜1.0）  

B＋（1.0≦BEE＜1.5）  

A（1.5≦BEE＜3.0）  

S（BEE≧3.0 かつ Q≧50，Q：

建築物の環境品質）  

※右欄の 部分は白抜きで表示 

 

様式（すまいの環境性能表示） 

様式１               

   

様式２ 

  

（備考） 様式の大きさ等 

 １ 大きさは以下のとおりとする。 

(1) 仮囲い等に表示する場合は縦 185 ミリメートル以上（様式３の場合は 93 ミリメートル以上），横 300 ミリ
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メートル以上とすること。 

(2) 規則第 8条第１項第１号に規定する広告に表示する場合は縦 37 ミリメートル以上（様式３の場合は 18

ミリメートル以上），横 60 ミリメートル以上とすること。 

 ２ 様式中（〇〇年－●●号）とあるのは，届出年（和暦年）及び建築物総合環境計画書届の届出受理の際に，

市より通知された受付番号を表示すること。 

 ３ 様式１及び２中「CASBEE 神戸 ver.□」とあるのは，評価ソフト（CASBEE 神戸）のバージョンを表示するこ

と。 

 ４ 様式３の右端には、CASBEE神戸のすまいの環境性能表示結果シートを容易に閲覧できるウェブサイトのアド

レス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）を表示すること。 

 ５ 地色は白色とし，文字，図柄及び枠線は下表のとおりとすること。 

 

表 

 

 

カラーの場合 

（４色分解による色指定） 
白黒の場合 

全
体 

枠／文字（緑） 

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

文字（白） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

戸建住宅・集合住宅の表示背景 

（C:0％, M:65％, Y:65％, K:0％） 

住宅及び神戸の街並みのイラスト 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

枠／文字（黒） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

文字（白） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

戸建住宅・集合住宅の表示背景 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

住宅及び神戸の街並のイラスト 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

総
合
評
価 

総合評価の表示背景 

（C:10％, M:0％, Y:20％, K:0％） 

総合評価の見出し背景 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

あじさいの花（青） 

（C:65％, M:10％, Y:0％, K:0％） 

あじさいの花（薄青） 

（C:30％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

あじさいの葉っぱ（濃） 

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

あじさいの葉っぱ（薄） 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

総合評価の表示背景 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:15％） 

総合評価の見出し背景 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

あじさいの花（濃） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

あじさいの花（白） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

あじさいの葉っぱ（濃） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:40％） 

あじさいの葉っぱ（薄） 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:30％） 



CASBEE神戸 ver.3 

資料編 

64 

特
に
重
要
な
環
境

性
能 

塗りのある葉っぱの輪郭 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

葉っぱの色／塗りのない葉っぱの輪郭／標準

の点線 

（C:75％, M:0％, Y:100％, K:0％） 

標準の文字  

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

塗りのある葉っぱの輪郭 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:0％） 

葉っぱの色／塗りのない葉っぱの輪郭／標準

の点線 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

標準の文字  

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:70％） 

太
陽
光

発
電 

太陽のイラスト 

（C:0％, M:65％, Y:65％, K:0％） 

太陽光発電の文字 

（C:90％, M:10％, Y:80％, K:0％） 

太陽光発電のイラスト 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 

太陽光発電の文字 

（C:0％, M:0％, Y:0％, K:85％） 
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5. 神戸市すまいの環境性能表示実施要綱 

制定 平成 22年 11月１日 

改正 平成 24年 7月１日 

改正 平成 26年 4月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は，住宅の環境性能の表示に関して必要な事項を定め，住宅の購入又は賃貸等を行おうとす

る市民に対して環境性能の情報提供を促進することにより，環境に配慮した住宅が高く評価される市場の形成

を図り，一層の環境配慮の取組を誘導することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は，神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例（平成 24年３

月神戸市条例第 45 号。以下「条例」という。）及び神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施

行規則（平成 24年６月神戸市規則第 13号。以下「条例施行規則」という。）で使用する用語の例による。 

（建築物総合環境計画書の届出） 

第３条 特定集合住宅を除く集合住宅等又は一戸建て住宅の新築等をする者のうち，すまいの環境性能表示を

表示しようとする者（以下「特定表示建築主」という。）は，その旨を市長に届け出るものとする。 

２ 前項の届出を行う特定表示建築主は，建築物総合環境配慮指針（平成 24 年６月神戸市告示第 269 号。）

に基づいてすまいの環境性能表示を表示しようとする住宅（以下「特定表示住宅」という。）における環境配慮

の評価を行い，かつ，条例第９条第２項の規定に準じて建築物総合環境計画書を作成し，届出を行う際に，こ

れを市長に提出するものとする。 

３ 第１項の規定による届出は，建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）第６条第１項若しくは

第６条の２第１項に規定する確認の申請又は法第 18 条第２項に規定する計画の通知をする予定の日から起

算して 21日前（当該特定表示住宅が一戸建て住宅の場合は 10日前）までに行うものとする。 

４ 市長は，第１項の届出があった場合は，条例第９条第４項の規定に準じて，その内容を公表するものとする。 

（建築物総合環境計画書の変更の届出） 

第４条 前条第１項の届出をした特定表示建築主は，特定表示住宅の新築等に係る工事が完了する前に条例

第９条第２項第１号から第３号まで又は第６号に掲げる事項に変更が生じた場合は，条例第 10条第 1項の規

定に準じて，その旨を当該事項の変更後速やかに市長に届け出るものとする。 

２ 前条第１項の届出をした特定表示建築主は，特定表示住宅の新築等に係る工事に着手する前において条例

第９条第２項第４号又は第５号に掲げる事項を変更したときは，条例第 10 条第２項の規定に準じて，当該変

更があった旨を届け出て，かつ，建築物総合環境計画書の変更内容を書面により提出するものとする。 

３ 前条第４項の規定は，前２項の規定による届出があった場合について準用する。 

（すまいの環境性能表示の表示等） 

第５条 特定表示建築主は，特定表示住宅の新築等に係る工事の期間中，当該工事現場の見やすい場所に，

すまいの環境性能表示基準（平成 24年６月神戸市告示第 270号。以下「表示基準」という。）に基づきすまい

の環境性能表示を表示することができる。 

２ 特定表示建築主は，特定表示住宅を販売すること又は賃貸することを目的とした広告を行う場合は，表示基

準に基づき，当該広告の中にすまいの環境性能表示を表示することができる。 

３ 特定表示建築主は，特定表示住宅を販売すること若しくは賃貸すること又はこれらの行為を媒介することを他

人に委託した場合は，その委託を受けた者（以下「販売等受託者」という。）がその販売又は賃貸を目的として

広告を行うときに当該広告の中にすまいの環境性能表示を表示させることができる。 
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４ 販売等受託者は，前項の広告を行うときは，当該広告の中にすまいの環境性能表示が表示されるよう特定

表示建築主に協力するものとする。 

５ 特定表示建築主は，特定表示住宅の販売又は賃貸を目的として広告を行わない場合において，表示基準に

基づき，すまいの環境性能表示を当該特定表示住宅の設計者に表示させ，その提出を求めることができる。 

（すまいの環境性能表示の広告等への表示に係る届出） 

第６条 特定表示建築主は，前条第１項の規定により工事現場にすまいの環境性能表示を表示した場合、同条

第２項の規定により広告の中にすまいの環境性能表示を表示した場合又は同条第３項の規定により販売等受

託者によって広告の中にすまいの環境性能表示が表示された場合，若しくは同条第５項の規定により当該特

定表示住宅の設計者によってすまいの環境性能表示が表示された場合は，条例第 16条第１項の規定に準じ

て，その旨を市長に届け出るものとする。 

２ 市長は，前項の届出があったときは，条例第 16条第２項の規定に準じて，その内容を公表するものとする。 

（すまいの環境性能表示の表示内容の変更） 

第７条 特定表示建築主は，第５条第１項又は第５項の規定によりすまいの環境性能表示の表示をした後にその

表示した内容に変更が生じたときは，速やかにその内容を変更して表記したすまいの環境性能表示を作成し，

かつ，同項の規定により表示するものとする。 

２ 特定表示建築主は，第５条第２項又は第３項の規定により広告の中にすまいの環境性能表示を表示した後に

その表示した内容に変更が生じた場合において，その内容を変更して表記したすまいの環境性能表示を作成

し，かつ，これらの規定により変更後のすまいの環境性能表示を広告の中に表示したとき（販売等受託者によ

って環境性能表示が広告の中に表示されたときを含む。）は，条例第 17 条第２項の規定に準じて，その旨を

市長に届け出るものとする。 

３ 前条第２項の規定は，前２項の規定による届出があった場合について準用する。 

（環境性能の説明） 

第８条 特定表示建築主及び販売等受託者は，特定表示住宅を販売し，又は賃貸しようとするときは，当該特

定表示住宅を購入し，又は賃借しようとする者に対し，当該特定表示住宅に係るすまいの環境性能表示の内

容を説明するよう努めるものとする。 

２ 第５条第５項の表示を行う設計者は，特定表示建築主に対し，当該特定表示住宅に係るすまいの環境性能

表示の内容を説明するよう努めるものとする。 

（工事完了の届出等） 

第９条 特定表示建築主は，特定表示住宅の新築等にかかる工事が完了したときは，条例第 12 条第１項の規

定に準じて，その旨を市長に届け出るものとする。 

２ 市長は，前項の届出があった場合は，条例第 12条第２項の規定に準じて，その内容を公表するものとする。 

３ 市長は，第１項の届出があったときは，当該特定表示住宅の現地確認を行うことができる。 

（準用） 

第 10 条 要綱の規定により条例の規定を準用する場合において，条例中「特定建築主」又は「特定集合住宅建

築主」とあるのは「特定表示建築主」と，「特定建築物」又は「特定集合住宅」とあるのは「特定表示住宅」と読

み替えるものとする。 

（助言） 

第 11 条 市長は，第３条第１項又は第４条第２項の規定による届出があった場合において，当該届出に係る特

定表示住宅における環境への負荷の低減その他の措置を効果的に講ずるために必要があると認めるときは，

これらの届出をした者に対し，必要な助言を行うことができる。 
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２ 市長は，特定表示建築主等に対し，特定表示住宅について第５条第１項から第３項，第５項の規定による表

示の的確な実施を確保するため，及び同条第４項の規定による表示に係る協力を行わせるため，必要がある

と認めるときは，当該特定表示住宅のすまいの環境性能表示の表示について，必要な助言を行うことができる。 

３ 市長は，特定表示建築主等に対し，特定表示住宅について第８条の規定による説明の的確な実施を確保す

るため必要があると認めるときは，当該特定表示住宅におけるすまいの環境性能表示の内容の説明について，

必要な助言を行うことができる。 

（施行の規則） 

第 12条 この要綱の施行について必要な事項は，主管局長が定める。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 22年 11月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 24年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

 この要綱施行の際に，現に届出がなされているものについては，なお従前の例による。 

（施行規則の廃止） 

神戸市すまいの環境性能表示実施要綱施行規則（平成 22年 11月制定）は廃止する。 

神戸市すまいの環境性能表示基準（平成 22年 11月制定）は廃止する。 

附則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 26年 4月１日から施行する。 
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